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臼井邦彦教授のご退職にあたって

経済学部長　権　丈　英　子

長く亜細亜大学、そして経済学部にご貢献下さった臼井邦彦教授が、2025（令和 7）年 3月に定

年退職を迎えられます。私を含め多くの経済学部教員が臼井先生に温かく迎えていただき、本学で

の教育・研究をスタートさせることができました。臼井先生は経済学部の特色ある教育づくりに取

り組まれ、学部の発展に大いにご貢献下さいました。こうしたことを思いますと、臼井先生がご退

職の時を迎えられますことは、誠に寂しく感じます。ここでは、私の存じ上げる範囲になりますが、

臼井先生のご功績の一端をご紹介させていただきます。

臼井先生は、青山学院大学大学院経済学研究科において博士課程を修められ、同大学等で非常勤

講師などを務められたのち、1997（平成 9）年 4月に亜細亜大学経済学部に助教授として着任され

ました（のちに准教授、教授）。大学在学中に税理士試験に合格されており、2009（平成 21）年 8

月には税理士登録をされておられます。

臼井先生は、本学経済学部において、マクロ経済学、ミクロ経済学、財政学、租税論、基礎会計

学、中級会計学、専門演習などをご担当されました。また、大学院経済学研究科においては、修士

課程で財政研究、財政政策研究、財政学演習、博士課程で財政特殊研究などをお持ちになられまし

た。臼井先生は、東京税理士協会寄付講座を開設されたほか、経済学部の他の寄付講座の開設や運

営にも当たられました。経済学部の多くの学生が、簿記・会計に関心を持ち、日商簿記検定などの

資格試験に多数合格しておりますのは、臼井先生の丁寧な指導の賜物であると感謝申し上げており

ます。また、大学院では、税理士志望の学生の論文指導にも長期休暇中や週末も含めて熱心に指導

下さりました。

臼井先生は、長年にわたり、学部、学内における重要事項の企画、運営、調整に当たられてこら

れました。特に経済学部教務主任を 2004年 6月～2007年 3月、2011年 4月～2015年 3月、2018

年 4月～2021年 3月と合計 10年以上にわたって担われてきました。経済学研究科でも学務委員を

2015年 4月～2018年 3月に、研究科委員長を 2021年 4月～2022年 3月に務められております。

加えまして、2007年 4月～2009年 3月に学長付き教学委員をされたほか、教務主任補佐、学務委

員補佐、入試委員、学生委員などの役職も歴任されてこられました。

これら役職を通じて、学部、学内において円滑な運営や改革、そして発展に多大な貢献を果たし

てこられました。経済学部カリキュラムにおける会計・ファイナンス部門の充実に努められ成果も

あげられてこられました。武蔵野税務署長による「税を考える週間」講演会も毎年開催されており、

臼井先生は多年にわたる租税教育の功績を讃えられ、武蔵野税務署長より表彰されておられます。

各学部持ち回りで担当する武蔵野市寄付講座「現代教養特講」の企画・運営においても臼井先生

は尽力され、2009年度には「現代グローカル論」をテーマに、現代社会における社会問題をグロー
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バル（国際的）な観点とローカル（地域的）な観点の 2つからオムニバス講義をオーガナイズされ

ました。また、2020年度には「フィットネスの現代的意義―筋力トレーニング―」をテーマに

フィットネス業界や筋肉トレーニングの理論・実績・経験の豊富な専門家を招聘してフィットネス

市場の現状を展望するとともに、筋力トレーニングがもたらす身体的・健康的な効果や、年齢別・

性別・目的別トレーニング、そして経済的効果などを講義する講座を開催されました。臼井先生ご

自身が 2015年からジムに通われ、2018年からは本格的なトレーニングに取り組まれ、全国レベル

のボディビル大会でも入賞されたとのことで、そのご経験も含めた大変ユニークな講座となりまし

た。

ご研究面では、税や会計について幅広い検討をされておられます。臼井先生は、著名な新古典派

経済学者であるアーヴィング・フィッシャー（Irving Fisher、1867～1947）の租税分野に関する研

究に注目されて、その論考を日本に紹介されてこられました。特に、フィッシャーの提案を含めた

支出税の歴史的展開やその構造に関するご研究は現代日本の税のあり方を考えるうえでも大いに示

唆を与えてくれるものとなっています。臼井先生は、会計に関する論文においても税について深い

考察をされておられます。税の原則など税理論を深化させ、公的部門への考察など時代の要請に応

え拡張させたものであること、そして、税という公共部分の歳入について、最新の政策上の課題、

実務・執行上などの諸課題を踏まえつつ多角的・多面的に検討を加え、具体的な提言を行うこと、

といった特徴があり、学術的にも政策研究面でも大きな貢献をされてこられました。

2017年 5月に日本経済政策学会第 74回全国大会「経済環境の変化と経済政策～アジア経済連携

と日本の関与～」を亜細亜大学において開催した折には、実質的に運営に当たられ、大変な好評を

得ることができました。

臼井先生の本学におけるご活躍を振り返り、亜細亜大学、そして経済学部が臼井先生の大きな功

績の下に今日あることを実感いたし、心より感謝申し上げます。臼井先生は本学ご退職後も、税・

会計に関する研究教育指導に携わられるとのことです。引き続きのご活躍、ご健勝をお祈り申し上

げます。

臼井先生、長い間、本当にありがとうございました。



iii

臼井邦彦先生のご退職を祝して

亜細亜大学研究科委員長　高　橋　知　也

臼井邦彦先生は、2025年 3月末をもって定年を迎えられ、亜細亜大学を退職されることになり

ました。ここに亜細亜大学および経済学部・経済学研究科に対する先生の御貢献に感謝の意を表す

る次第です。

先生とは本学に着任後、初めてお会いし、それ以来、多くの場面でご指導を賜りました。先生の

講義は常に明快で、深い学識に裏打ちされた内容でありながらも、学生に寄り添う温かさがありま

した。そのお姿に、教育とは単なる知識の伝達ではなく、相手の成長を願いながら共に学ぶ姿勢が

大切なのだと、改めて気づかされました。

また、先生のご研究に対する情熱には、常に感銘を受けておりました。特に公会計に関するご研

究は、多くの人々にとって示唆に富むものであり、学界のみならず社会全体にも大きな影響を与え

ました。研究会や学会の場で先生が発表される際の、独自の視点と論理的な展開には、いつも新た

な発見があったと伺っております。先生のご業績は、今後も多くの研究者によって引き継がれ、発

展していくことでしょう。

そして何より、先生のお人柄に魅了された方々は数多くいらっしゃることと思います。研究や教

育の場においてはもちろんのこと、日常のちょっとした会話の中にも、先生のユーモアと温かさが

にじみ出ていました。

先生が築かれた学問の礎、そして学部および大学院において育てられた多くの学生たちは、これ

からも先生の精神を受け継ぎ、それぞれの道で活躍していくことでしょう。これまでの長年のご指

導、本当にありがとうございました。ご退職後は、これまで忙しく過ごされた分、少しでもご自身

の時間を大切にされ、充実した日々をお過ごしください。そしてまた、折に触れてお話をお聞かせ

いただければ幸いです。

最後になりますが、先生の今後のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げ、これまで以上にご活

躍されることを祈念し、定年退職記念号によせる言葉とさせていただきます。
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〈論文〉

近年の日本企業の特徴と企業パフォーマンス

茨　木　秀　行1）

The Characteristics of Japanese Companies and Their Corporate Performance 
Ibaragi Hideyuki

Abstract

This paper tries to identify the characteristics of the Nikkei 225 selected companies, in terms of fi-

nancing, corporate governance and employment system. Based on the findings, it also analyses how 

these characteristics correlate with profitability and female participation in businesses. The results of 

the factor analysis of the corporate characteristics of the Nikkei 225 companies indicate that there are 

three types of corporate characteristics: "foreign shareholder control," "internal control," and "specif-

ic shareholder control," Calculation of factor scores of each company in those three domains reveals 

that there are many "Hybrid Companies" such as those characterized by both traditional Japanese 

management style and market-oriented management or strong ownership. The correlation between 

the three factor scores and profitability of each firm indicates that the second factor, which represents 

"internal control," a characteristic of traditional Japanese firms, has a negative and statistically signifi-

cant correlation with both ROE and PBR, while "internal control" also has a negative and statistically 

significant correlation with the ratio of female managers. These results suggest that characteristics of 

the traditional Japanese management style retained by a certain number of　Japanese companies may 

undermine their corporate performance, resulting from adjustment costs or loss of complementarity 

with market oriented corporate governance reform. Although there has been a significant progress in 

de jure corporate governance reform, there are still some issues that remain to be addressed in terms 

of effectiveness.

要旨

本稿では、日本を代表する企業である日経 225選定銘柄について、資金調達、企業統治、雇用関

1） 亜細亜大学経済学部教授
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係などの面からどのような特徴をもっているかを確認するとともに、それらの特徴が、収益性や女

性活躍などとどのような相関を持っているかを分析する。日経 225銘柄の企業特性については、因

子分析の結果から、「外国人株主支配力」、「内部支配力」、「特定株主支配力」の 3つが抽出され、

企業ごとにこれらの因子得点を計算すると、伝統的な日本企業の特徴を持ちつつも、同時に市場志

向的な性格を持つ企業やオーナー支配力が強い企業など、2つの特徴を併せ持った、いわゆる「ハ

イブリッド型企業」が多く存在していることが示された。各企業の 3つの因子得点と収益性との相

関をみると、ROE及び PBRともに、伝統的な日本企業の特徴である「内部支配力」を表す第 2因

子が有意にマイナスの相関を持っていることが示されるとともに、女性管理職比率についても「内

部支配力」がマイナスで有意に相関を持っていることが示された。このように、一定数の日本企業

は、従来の日本的な構造を部分的に残していることで、市場志向的な企業統治改革との間で調整コ

ストが発生し、あるいは補完性が失われ、企業パフォーマンスを低下させている可能性が示唆され

る。日本の企業統治改革は外形的には進んだが、まだ実効性の面でやり残している課題も存在して

いることが伺われる。

1．日本の企業統治改革の進展

（1）日本経済の回復を支える企業部門

日本経済は、新型コロナ感染症の影響からの回復が一段落した後も、堅調な企業部門に支えられ

て緩やかな経済成長を 2024年時点で続けている。物価上昇率については、エネルギー価格や食料

品価格の上昇に加え、サービス価格も上昇率が高まったことから、2022年 4月以降、消費者物価

上昇率（総合）は 2％を超えており、2024年 9月時点で 2％台半ばとなっている。労働市場では人

手不足感が続いており、失業率は 2％台半ばで推移し、名目賃金も 3％前後上昇している。経済全

体の需給についても、GDPギャップは 2023年以降おおむねゼロ近傍にあり、ほぼ均衡状態にある。

図表 1　2021 年以降の実質GDP寄与度の推移
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このように、もはや 20年以上続いたデフレの状態ではなくなり、日本経済は供給力に沿った巡行

速度で成長している。図表 1は、2021年以降の実質 GDPの累積の伸び率と、各需要項目の寄与度

を示したものである。これをみると、2024年 7-9月期までの時点で、実質 GDPが 3％増加したが、

コロナの落込みからの回復もあり民間最終消費の寄与が 1.9％となっているほか、企業の設備投資

を含む民間固定資本の寄与も 1％となっており、企業部門の回復も貢献している。

こうした日本経済の回復を支えている企業部門については、これまでの企業改革の取組の成果も

あって企業体質が骨太になっているとの指摘もあり、2024年 2月に日経平均株価がバブル期の最

高値を更新するなど、株式市場からの評価も高まっている。そこで、本稿では、まず、日本を代表

する企業である日経 225選定銘柄企業について、資金調達、企業統治、雇用関係などの面からどの

ような特徴をもっているかを分析する。特に、「JTC：Japanese Traditional Company」とも揶揄さ

れる終身雇用など伝統的な日本企業の特徴が、現代の日本を代表する企業にははどの程度残ってい

るのかを確認する。その上で、日本企業のどのような特徴が、収益性や女性活躍などと相関を持っ

ているかを分析する。

以下では、まず、近年の企業統治改革の取組の進展を簡単にふり返るとともに、企業統治制度の

国際比較を行い、日本の企業統治制度の特徴を確認する。第 2節では、企業統治が企業パフォーマ

ンスに与える影響に関する理論的な整理を行うとともに、主な既存研究の結果について概観する。

第 3節では、最近時点のデータを用いて、日経 225選定銘柄企業の企業統治や雇用面の特徴を整理

するとともに、それらの特徴と企業パフォーマンスの相関関係を推計する2）。以上を踏まえて、第

4節は、本論の結論について述べる。なお、本稿は、現時点の日本の資本主義の特徴について国際

比較分析した茨木（2024）と対をなすものであり、企業レベルでみた日本経済の姿を確認すること

を目的としている。

（2）アベノミクスによる企業統治改革の再加速

日本における企業統治改革は、1990年代のバブル崩壊後に、企業や銀行の再編が活発に行われ

るとともに、企業と銀行間の株式持合解消によって機関投資家や外国人投資家による株式保有が進

む中で、徐々に進展した。外部ガバナンスについては、1997年の純粋持株会社の解禁、99年の商

法改正による株式移転・株式交換制度の創設、2000年の会社分割制度の創設などが相次いで実施

されたことにより、企業再編の自由度が増加し、再編後の企業グループの経営効率向上に貢献した

（秋吉・柳川［2010］））。企業の内部ガバナンスについても、経営者の規律付けを強化する取締役改

革が行われ、2002年の会社法の改正により、企業は指名委員会等設置会社か、従来の監査役会設

2） 日経平均株価に採用されている 225の企業は、東証プライム市場上場銘柄のうち市場を代表する銘柄で
あり、長期間にわたる継続性の維持と産業構造変化の的確な反映という 2つの側面を満たしながら、市
場流動性の高いものが選定されている。分野別にみると、「技術」「金融」「消費」「素材」「資本財・そ
の他」「運輸・公共」の 6つの業種間のバランスを考慮して選定されている。
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置会社を選択できるようになり、経営を担う執行役員とその活動を監督する取締役会の組織的な分

離が進んだ。また、1997年の商法改正によりストックオプションの導入が可能となった。しかし

ながら、その後は、2008年のリーマンショックの発生により、流動性危機に直面した企業では銀

行との関係が再評価されるなど、これまでの企業統治の変革の揺り戻しの動きがみられるようなっ

た。こうした中で、企業統治改革が再加速したのは、2012年末に成立した安倍第二次政権が、企

業統治改革を成長戦略として位置づけてからである。日本の稼ぐ力を取り戻すという目的から企業

統治改革が進められ、2014年にスチュワードシップ・コードが導入され、2015年に、コーポレー

トガバナンス・コードの制定と会社法の改正が行われた。スチュワードシップ・コードは、「機関

投資家に対して、企業との対話を行い、中長期的視点から投資先企業の持続的成長を促すことを求

める行動原則」であり、資産運用責任についての明確な方針を示して、投資先企業の事業を理解し、

建設的な対話を行い、議決権行使の方針や結果を公表することなどを求めており、コードを受け入

れるかどうかは任意とされた。また、コーポレートガバナンス・コードは、実効的な企業統治のた

めの主要な原則をまとめたもので、「株主の権利・平等性の確保」、「株主以外のステークホルダー

との適切な協働」、「適切な情報開示と透明性の確保」、「取締役会等の責務」、「株主との対話」の各

分野について、原則が示されている。上場企業は、各原則について、実施するか、もし実施しない

場合はその理由を説明することが求められる（コンプライ・オア・エクスプレイン・ルール）。

2015年の会社法改正では、新たな株式会社の形態として監査等委員会設置会社が導入され、この

形態を選択した企業は、監査役の代わりに、株主総会で監査等委員として他の取締役と区別されて

選任された取締役が、監査等委員会を組織するとされた。監査等委員は 3人以上で過半数は社外取

締役であることとされ、他の取締役の職務執行を監査する権限だけでなく、株主総会で取締役の選

任・報酬議案について意見を述べる権限も与えられた。

こうしたアベノミクスにおける企業統治制度改革の特徴は、リーマンショック後に、従業員（イ

ンサイダー）主導モデルへの再評価が進む中で、弱すぎる株主の影響力の強化が図られたことに加

え、単なる不祥事の抑制ではなく、企業成長の促進手段として位置付けられ、目標として ROE（自

己資本利益率）が強調されたことである（宮島［2017］）。成長促進の観点からの企業統治改革は、

リーマンショック後に世界的にみられたが、欧米の問題意識は、株主の圧力が強過ぎ、その結果と

して過度のリスクテイクや近視眼的な経営行動がもたらされたという点にあったが、日本の企業統

治改革は、これとは逆に、従業員の利害が強過ぎ、リスク回避的な経営をもたらしている点にあっ

た。2014年 8月に公表された、伊藤邦雄一橋大学教授（当時）を座長とした経済産業省のプロジェ

クト報告（通称「伊藤レポート」）では、ROEの目標水準を 8％とし、企業が投資家との対話を通

じて持続的成長に向けた資金を獲得し、企業価値を高めていくための課題が提言された3）。

3） 伊藤レポートの正式名称は、『持続的成長への競争力とインセンティブ～企業と投資家の望ましい関係
構築～』プロジェクト最終報告。https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/kigyoukai 
kei/pdf/itoreport.pdf
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（3）国際的にみた日本の会社制度の位置づけ

企業の経営組織に関して、日本は制度改革の結果として、監査役会設置会社、監査等委員会設置

会社、指名委員会等設置会社の 3形態から選択することが可能になったが、世界的にみると、必ず

しもアメリカ的な形態が主流である訳ではなく、多様な形態が存在している。OECD加盟国及び

主要な新興国の会社制度をまとめた OECDの資料によると（図表 2）、取締役制度について、監

督・執行・監査の基本的な機能には大きな違いはないものの、その形態については、米国のような

執行役員と非執行役員が取締役会に存在する一層式の国は 23カ国、ドイツのように監査役と執行

役の兼任を禁止し、監督機能と執行機能を分離する二層式の国は 8カ国、一層式・二層式の双方が

認められている国が 15カ国（EU含む）となっている（OECD［2023］）。ちなみに、OECDの分

類では、日本は一層式・二層式とは別に、ハイブリッド型として位置付けられており、上記の 3形

態が選択可能である旨の説明が付されている。また、地域別にみた特徴の一つとして、欧州におい

ては、従業員代表が取締役会に参加することが義務づけられている国が 12カ国存在している。こ

れは、欧州企業においては、経営者と従業員の間の密接な調整が重要な鍵を握っている状況を示し

ている。

日本企業の場合、実際にどのような形態が多くとられているかをみると、東証一部上場企業のう

ち、監査役会設置会社が 6割程度、監査等委員会設置会社が 3割超、指名委員会等設置会社が 3％

程度となっている（図表 3）。また、独立社外役員が取締役の過半数以上を占める企業の割合は、

指名委員会等設置会社では 7割程度だが、それ以外の形態では 1割前後にとどまっている。さらに、

外国人取締役を選任した企業の割合は 22.5％となっている。最高経営者の外部登用比率は、日本企

図表 2　OECD及び主要新興国・地域の取締役会の構成

一層式 二層式 一層式と二層式の
選択制

ハイブリッド型を
含む選択制

23 カ国・地域 8 カ国 15 カ国 +EU 3 カ国

オーストラリア、カナダ、チリ、
コロンビア、コスタリカ、ギリ
シャ、香港中国、インド、アイ
ルランド、イスラエル、韓国、
マレーシア、メキシコ、ニュー
ジーランド、ペルー、サウジア
ラビア、シンガポール、南アフ
リカ、スペイン、スウェーデン、
トルコ、イギリス、アメリカ

オーストリア、中国、
エストニア、ドイツ、
アイスランド、イン
ドネシア、ラトビア、
ポーランド

アルゼンチン、ベル
ギー、ブラジル、チェ
コ、デンマーク、フィ
ンランド、ハンガリー、
リトアニア、ルクセ
ンブルグ、オランダ、
ノルウェイ、スロベ
ニア、スロバキア、
スイス、EU

イタリア、日本、ポ
ルトガル

取締役会への従業員代表の参加の義務付けがある国

オーストリア、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、ルクセンブルグ、
オランダ、ノルウェイ、スロバキア、スロベニア、スウェーデン

（出所）OECD Corporate Governance Factbook 2023, Table 4.1, 4.8より作成
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業では 4％程度と、欧米企業に比べて非常に低い。こうしたことからすると、日本企業の特徴の一

つである内部昇進の経営陣が多いという特徴は、現在でも引き続き残っている。また、上場企業取

締役に占める女性比率については、日本は 2022年で 15％程度となっており、他国と比べると低い

方に属しており、多様性の観点からも漸進的な変化にとどまっている（図表 4）。

図表 3　上場企業の経営組織

機関設計の形態別の企業割合
（東証一部、2021 年）

監査役会設置会社 62.6％
監査等委員会設置会社 34.2％
指名委員会等設置会社 3.2％

独立社外役員が過半数を占める企業の割合
（東証一部、2021 年）

監査役会設置会社＊ 3.7％（14.5％）
監査等委員会設置会社 9.9％
指名委員会等設置会社 68.1％

（注）＊括弧内は取締役と監査役、括弧なしは取締役

外国人取締役の選任状況
（日経 225 銘柄、2021 年）

選任した企業 22.5％
選任しなかった企業 77.5％

（出所）経済産業省「CGS研究会（第 3期）第 1回事務局資料」2021年

図表 4　女性取締役の比率

（出所）OECD Corporate Governance Factbook 2023, Table 4.20より作成
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2．企業統治と企業パフォーマンスの関係

（1）企業統治が企業パフォーマンスに影響を与える経路

そもそもコーポレート・ガバナンスの意義とは、株主よりも経営者の方が業績を詳しく知り得る

という「情報の非対称性」があるため、株主が経営者に企業の運営を委託しても、必ずしも経営者

が株主の利益のために行動するとは限らないというエージェンシー問題を防ぐことにある。そのた

めに、株主と経営者の情報格差をなくすとともに、経営者を監督し、その行動の規律づける仕組み

として、コーポレートガバナスが必要となる。1990年代のバブル崩壊以前の日本的経営においては、

監督と規律付けの役割を、メインバンクが果たしてきたが、バブルの発生と崩壊によってその限界

が明らかとなり、その後は、前述のような企業統治改革が行われ、株主に対する透明性が高められ

た。しかし、2010年代に入ってからのアベノミクスによる企業統治改革の主たる目的は、単なる

不祥事の抑制ではなく、企業成長の促進にあった。そこで、こうした株式所有構造や企業統治制度

の変化が、どのような経路で企業のパフォーマンスに影響を与え得るかについて、宮島（2017）に

沿って整理すると、以下の 3点が挙げられる。

第一に、株式所有構造が企業パフォーマンスに与える影響については、機関投資家や海外投資家

など企業にとってアウトサイダー株主の存在が、企業収益の向上につながることが指摘されている。

その理由として、機関投資家等の増加は、退出の脅威やアクティビズムを介して、取締役会の構成

や業績連動型の報酬制度の導入、積極的な情報公開などの企業統治制度の整備をもたらし、企業の

パフォーマンスを向上させると考えられている。この点については、実証分析によっても、アウト

サイダー株主比率が高いと企業パフォーマンスが良いという正の相関がみられており、機関投資家

がパフォーマンスの良い企業を選好するという逆の相関も考慮した上でも、その傾向は変わらない

とされている。

また、整備された企業統治システムと企業のパフォーマンスとの間には強い正の相関があること

も、内外の実証分析から示されている。この点に関連して、機関投資家が整備された企業統治制度

を持つ企業を選好するという面と、機関投資家が増加した企業は企業統治制度の整備が進むという

両方の経路があることも知られている。

第二に、機関投資家の株式保有比率の高さや整備された企業統治制度は、企業のリスクテイク、

R&D、M&A、投資活動などを促進することが指摘されている。ただし、新興国のように、企業の

過大な投資が問題となっている場合には、機関投資家の存在は逆に投資抑制に働いたとする研究も

あり、企業パフォーマンスの向上の方向性が状況によって違う場合があることには留意が必要であ

る。日本について言えば、高い機関投資家比率は、むしろ過小投資問題を解決して企業パフォーマ

ンスの向上に寄与したとされている一方、株式持ち合いが大きな割合を占める企業では、投資や事

業再編の遅れをもたらしたとされている。
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第三に、機関投資家の存在は、配当の引上げに促進的であるほか、業績が悪化した場合の経営者

の交替にも一定程度の影響を及ぼすことが指摘されている。実証分析によれば、日本においても、

機関投資家比率の高い企業では、配当や自社株買いが促進された可能性が示唆されているほか、経

営者の交替に関しても、メインバンクの影響力が低下し、ROEや株式リターンに反応する傾向が

みられることが指摘されている。

また、雇用保護規制の強さも、企業の収益性や投資行動などに影響を与えるとされている（蟻

川・井上・齋藤・長尾［2017］）。具体的には、雇用保護規制の強化は、企業のリストラクチャリン

グ費用の増加を通じてデフォルト費用を高めるため、それに備えて企業は負債比率を引き下げる行

動がみられることや、M&Aの際の雇用調整を困難にすることで、M&Aアナウンスメントの株価

リターンが低下することが報告されている。このように、雇用保護規制は、雇用調整を困難にし、

現在の収益性だけでなく、将来の企業の成長にも影響する可能性がある。

（2）先行研究における実証結果

2010年代のアベノミクスによる企業統治改革を経て、日本の企業の収益性がどうなったかを、

実際のデータを米欧と比較することで確認する。図表 5は、東京証券取引所が作成した資料をもと

にグラフ化したものであるが、これをみると、伊藤レポートで目標とされた自己資本利益率（ROE）

8％を上回っている企業の割合は、日本が 60％であるのに対し、欧米は 80％を超えており、日本企

業はなお資本効率が低い状況になっている。また、株式市場での企業価値の評価を表す株価純資産

倍率（PBR）が 1倍を超えている企業の割合は、日本が 57％であるに対し、欧州は 75％、米国は

89％となっており、やはり日本企業では資本効率に関する株式市場の評価も低い傾向となってい

る4）。

次に、企業統治・雇用制度との関連についてデータを用いて相関関係を分析した主な先行研究を

4） PBR（株価純資産倍率）は、株価を一株当たり純資産で割ったもので、当該企業について市場が評価し
た価値（時価総額）が、会計上の解散価値である純資産（株主資本）の何倍であるかを表している。

図表 5　日米欧のROE及び PBRの比較（2022 年 7月時点）

（出所）東京証券取引所「市場区分の見直しに関するフォローアップ会議第一回」事務局説明資料 2022年 7月より作成
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確認する。

企業統治・雇用制度と収益性の関係について、蟻川・井上・齋藤・長尾（2017）では、日本を含

む 27カ国 1548社の 2006年から 2012年のパネルデータを用いて定量的な分析を行っている。この

分析に用いられたデータによれば、国際的にみて、日本企業の ROA、売上高利益率、ROE、トー

ビンの q（企業の市場価値と簿価との比率）は、いずれもサンプル中で最低グループにあり、また、

リスクテイク指標（ROAの産業中央値からの差分の標準偏差）も最低水準にある。こうした日本

企業の低収益の要因に関して、分析結果からは、日本企業の社外取締役比率の低さ、及び日本の雇

用調整の困難さが影響していることが示されている。ただし、この 2つの要因だけでは日本企業の

低収益性の一部しか説明できないため、企業サーベイに基づく企業経営者の楽観度指標を追加して

分析すると、日本の企業経営者は相対的に悲観的であることが日本企業の低収益性にも反映されて

いることが示唆されている。こうしたことから、企業統治における外部からの監督の弱さや雇用保

護の強さに加え、慎重で悲観的な経営者の態度が、リスク過敏につながり、収益性を改善するため

の投資が過小となった可能性が指摘されている。

経営者のリスク選好と企業のパフォーマンスに関しては、密接な関係があることが他の実証分析

でも示されている。福田・粕谷・慶田（2017）では、1997－2005年のデフレ期における上場企業

の設備投資低迷の背景について、マクロ経済のファンダメンタルズ（基礎的条件）の悪化や不確実

性の増大の影響だけでなく、当時の経営者のリスク回避的な姿勢が影響した可能性があることを指

摘している。この分析によれば、社長が「大株主（オーナー社長）」、「非生え抜き」、「50歳以下」

であるなど、リスクテイクに積極的な場合には設備投資にプラスの影響が認められ、「社長交代」

があった場合のようにリスク回避的になる場合には設備投資にマイナスの影響が確認されたとして

おり、分析の対象となった 1997－2005年の期間中に、社長が「大株主」、「非生え抜き」である比

率が低下したため、設備投資が抑制された可能性が示唆されている。また、淺羽・青島（2023）は、

バブル崩壊期に赤字に転落した企業は、その後の投資に消極的であったことなどから、大きな経済

ショックに直面した企業経営者は、リスク回避的な行動に偏り、積極的な投資による成長よりも縮

小均衡による利益ねん出に走るようになったこと等を指摘している。

以上のように、1990年代後半から 2000年代にかけては、経営者のリスク回避的な行動が設備投

資の抑制や収益の低迷につながった可能性が示唆されるが、2010年代のアベノミクスによる企業

統治改革の効果について検証した研究では、企業統治改革によるプラスの効果も報告されている。

具体的には、宮島・齋藤（2019）の分析によると、スチュワードシップ・コードの導入により、ア

セットオーナーの関与の増加、伝統的機関投資家（信託銀行・投資顧問）のエンゲージメント体制

の強化、生命保険会社の「物言う長期株主」へのゆるやかな移行、アクティビストファンドの活動

の再活性化がみられたとしている。コーポレートガバナンス・コードの導入の効果については、社

外取締役の非連続な増加が生じるとともに、徐々に政策保有株の売却が促進されたとしている。他

方で、企業統治改革が、企業のパフォーマンスに与えた影響については、配当や自社株に対して明
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確に引上げ効果をもち、株主還元が進んだ反面、期待されたリスクテイクの促進効果や収益性への

影響は限定的であり、設備投資、M&A、研究開発など実体的な投資への影響はいまだ確認できな

いとしている。このため、アベノミクス改革は、株主主権の方向への統治制度の改革には効果を

持ったが、企業経営者のリスク態度を変えて投資を拡大するという点においては十分に成果を上げ

ているとは言えないと指摘している。

最後に、企業統治改革によって、そもそも日本企業の属性がどのようなものになったかについて

分析した研究事例を紹介する。宮島（2011）では、企業の特性を表す変数として、①企業金融と所

有構造を示す外部ガバナンス、②取締役会と経営陣の特徴を示す内部ガバナンス、③報酬体系や組

織内部の分権化の程度など示す組織アーキテクチャ構造の 3つの側面から企業の分類が行われてい

る。分析の結果によると、市場志向的な金融・所有構造と組織アーキテクチャの結合した「アメリ

カ型」の企業は日本には少ない一方、市場志向的な金融・所有構造と関係志向的な組織アーキテク

チャが結合したハイブリッドなタイプの日本企業が多くを占め、関係志向的な金融・所有構造と組

織アーキテクチャが結合した伝統的な日本企業も一定数存在していることが指摘されている。さら

に、ハイブリッド・タイプの日本企業の中でも、自動車・電機など輸出産業を中心としたリーディ

ング企業のように、外国人投資家比率が高い一方で、長期雇用を維持し、関係志向的な内部統治・

雇用関係を持つ企業タイプ（タイプⅠハイブリッド）と、IT産業など社齢の若い企業のように、

有期雇用や成果主義的賃金などを採用し、長期雇用に対して低い規範意識を持ち、組合組織率も低

い企業タイプ（タイプⅡハイブリッド）が存在している。このうち、輸出産業などのリーディング

企業に代表されるタイプⅠハイブリッド企業では、バブル崩壊後も海外進出や同業他社との統合な

どにより企業規模は着実に拡大している一方で、企業統治の観点からは、持株会社の設立等により

事業単位の分権化が進んでおり、親会社・持株会社と傘下子会社・事業部との間のエージェンシー

問題が生じていることが指摘されている。

3．2020年代のデータを用いた企業特性と企業パフォーマンスの相関分析

（1）分析に用いるデータ

以下では、日本を代表する企業である日経 225銘柄企業の 2020年代のデータを用いて、①企業

の資金調達・企業統治・雇用関係に関する特徴についての因子分析、②各企業の因子得点を用いた

企業属性と企業パフォーマンス等との相関分析を行う。

ここでの分析に用いた主なデータソースは、「東洋経済 2023年第 19回 CSR（企業の社会的責任）

調査」、「日経 NEEDS-Cges（コーポレート・ガバナンス評価システム）2023年 10月版」であり、

日経 225銘柄に選定されている企業のうち、分析に必要なデータが揃う 186社について分析を行っ

た。不足情報の一部は、東洋経済新報社「会社四季報」で補った。具体的には、企業の資本調達関

係の指標として、特定株比率（特定の大株主や提携先等が保有する安定保有株）と外国人保有株比
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率、株式持合比率、銀行保有比率、負債比率、雇用関係の指標として、離職率、勤続年数、内部企

業統治関係の指標として、社外取締役比率、指名委員会設置の有無、ストックオプションの有無を

用い、因子分析を行うことにより、現代日本企業の特性を抽出した。その上で、各企業の因子スコ

アを用いて、企業の収益性や女性活躍、教育訓練費との関係も簡易的な分析を行った。ちなみに、

分析対象企業のそれぞれの指標の平均値は、特定株比率 46％、外国人保有株比率 31％、株式持合

比率 5％、銀行保有比率 2％、負債比率 54％、離職率 4％、勤続年数 16.7年、社外取締役比率 46％

となっている。

（2）因子分析の結果

因子分析とは、観測される複数の変数から、その背後にある説明力を持つ共通要因を抽出するも

のであり、例えば、学校の試験結果から、文系力、理系力といった因子を抽出するといった用いら

れ方をする。ここでは、上記の 10指標を用いて因子分解を行い、各指標に対する上位 3つの因子

の影響の大きさ（因子負荷量）を計算した。図表 6によると、第 1因子については、「外国人株主

支配力」とも呼べるもので、①外国人保有株比率が高い一方で、株式持合比率が低く、②離職率は

やや高く、③社外取締役比率や指名委員会設置会社の割合が高くなっており、総じて市場志向的で

あるのが特徴である。第 2因子は、「内部支配力」とも呼べるもので、①特定株比率、外国人保有

株比率とも低めである一方で、株式持合比率や負債比率はやや高め、②勤続年数はやや長め、③ス

トックオプションを導入している企業は少なく、総じて伝統的な日本的企業の特徴に近い。第 3因

子は「特定株主支配力」とも呼べるもので、①特定株比率が高い一方で、外国人保有株比率は低く、

②離職率が高く、勤続年数は短くなっており、総じて、オーナー支配力の強い新興企業のような特

徴がみられる。

各企業について、3つの因子得点（各共通因子の影響の強さ）をそれぞれ計算し、0から 1まで

図表 6　個別指標の 3因子への影響度

第 1 因子 第 2 因子 第 3 因子

特定株比率 －0.0506 －0.4436 0.2506
外国株主比率 0.3218 －0.2677 －0.2217
株式持合比率 －0.5742 0.2559 0.0722
銀行保有比率 －0.5108 0.2631 －0.0153
負債比率 0.363 0.4914 0.1113

離職率 0.1629 0.0548 0.4193
勤続年数 0.0403 0.1864 －0.2504

社外取締役比率 0.7261 －0.0247 0.0074
指名委員会設置会社 0.6626 0.2913 0.0212
ストックオプション 0.1512 －0.1641 －0.0025
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の値に標準化した上で、3つの因子別に企業得点の分布状況をみたのが図表 7になる。それぞれの

因子について、0.5以上の得点となった企業数が全体 186社に占める割合を計算すると、「外国人株

主支配力」を示す第 1因子については 25％、「内部支配力」を示す第 2因子は 68％、「特定株主支

配力」を示す第 3因子は 45％となる。このように、「内部支配力」を示す第 2因子の得点が高い企

業の割合が相対的に高く、日経 225銘柄においても、伝統的な日本的企業の特徴を色濃く持ってい

る企業はかなり多いことが示唆される。

また、3つの因子の相互の相関をみるために、各企業について、それぞれ異なる 2つの因子を縦

軸と横軸にとって、企業の得点分布をみたのが図表 8である。この 3つの図をみると、第 1因子と

第 2因子の企業分布、第 2因子と第 3因子の企業分布は対角線上に比較的多くの企業が分布してい

る。このことは、2つの特徴を併せ持った、いわゆる「ハイブリッド型企業」が多く存在している

ことを示しており、具体的には、市場志向的な性格と日本的企業の特徴を両方備えた企業や、オー

ナーなど特定の株主の影響力が強く、かつ日本的な企業の特徴も併せ持った企業が多くみられる。

他方で、第 1因子と第 3因子の分布はばらついており、両方の特徴を備えた企業はあまりみられな

い。こうした結果は、前節で紹介したの宮島（2011）の分析とは直接的な比較はできないが、総じ

てみれば、ハイブリッド型企業が主流である傾向が引き続きみられていると考えられる。

ちなみに、それぞれの因子の得点が高い企業の業種としては、外国人株主支配力が強い企業は、

電子機器製造や製薬などの企業、内部支配力が強いのは金融系の企業、特定株主支配力が強いのは、

図表 7　3つの因子に関する企業の得点分布（0から 1）

[0
, 0

.1
]

[0
.1

, 0
.2

]
[0

.2
, 0

.3
]

[0
.3

, 0
.4

]
[0

.4
, 0

.5
]

[0
.5

, 0
.6

]
[0

.6
, 0

.7
]

[0
.7

, 0
.8

]
[0

.8
, 0

.9
]

[0
.9

, 1
]

0
10
20
30
40
50

第1因子の得点分布

[0
, 0

.1
]

[0
.1

, 0
.2

]
[0

.2
, 0

.3
]

[0
.3

, 0
.4

]
[0

.4
, 0

.5
]

[0
.5

, 0
.6

]
[0

.6
, 0

.7
]

[0
.7

, 0
.8

]
[0

.8
, 0

.9
]

[0
.9

, 1
]

0
10
20
30
40
50

第2因子の得点分布

[0
, 0

.1
]

[0
.1

, 0
.2

]

0
10
20
30
40
50

第3因子の得点分布

（社数） （社数）

（社数）

[0
.2

, 0
.3

]
[0

.3
, 0

.4
]

[0
.4

, 0
.5

]
[0

.5
, 0

.6
]

[0
.6

, 0
.7

]
[0

.7
, 0

.8
]

[0
.8

, 0
.9

]
[0

.9
, 1

]



■近年の日本企業の特徴と企業パフォーマンス

13

グループ系や IT新興独立系企業となっている。

（3）収益性、女性活躍との関係

このようにして計算した企業ごとの因子得点を用いて、収益性、女性活躍との関係を簡易的に分

析した。まず、収益性を表す指標として、ROE（自己資本利益率）、PBR（株価純資産倍率）につ

いて、産業ダミーと従業員数でみた企業規模を調整しながら、各企業の第 1因子得点、第 2因子得

点、第 3因子得点との関係を単純な回帰分析で推計した。図表 9の推計結果をみると、ROEにつ

いては伝統的な日本企業の特徴である内部支配力を表す第 2因子が有意にマイナスの相関を持って

いることが示されている。PBRについては、内部支配力を示す第 2因子が有意にマイナスの相関

を持つ一方、特定株主支配力を示す第 3因子が、プラスで有意に相関を持っていることが示されて

いる。

東京証券取引所が市場区分見直しのフォローアップにあたって開催した有識者会議では、日本企

業は ROEや PBRが欧米企業と比べて低く、株主から預かった資金をいかに効率的に活用するかと

いう観点で大きな課題があることが指摘された。こうした指摘は、2023年 3月には、マスコミが

図表 8　因子得点の分布
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「PBR1倍割れ改善を東証が要請」と報じたメッセージの公表につながった。その意味では、伝統

的な日本企業の特徴を表す内部者支配力が強い企業で ROEや PBRが低いという傾向は、これらの

企業は企業統治の実効性や、株主からの評価が十分でないことを示している。

次に、女性管理職比率と、因子得点との関係についても、産業ダミーと企業規模を調整した上で、

単純な回帰分析を行った（図表 10）。女性管理職比率については、外国人株主支配力の強い第 1因

子が有意にプラスとなる一方、内部支配力の強い第 2因子は有意にマイナスとなり、伝統的な日本

企業では女性活躍が十分でない傾向がみられた。

以上の分析結果を整理すると、メンバーシップ型雇用など内部指向的な組織を抱えた日本的な企

図表 9　企業の特性と収益性との関係

被説明変数：ROE3 年平均
（自己資本利益率）

被説明変数：PBR3 年平均
（株価純資産倍率）

説明変数 係数 t 値（確率） 係数 t 値（確率）

第 1 因子 1.246 0.25（0.805） 0.745 1.25（0.214）
第 2 因子 －36.121＊＊ －5.69（0.000） －5.138＊＊ －6.83（0.000）
第 3 因子 －3.171 －0.56（0.578） 1.351＊＊ 2.01（0.046）
産業ダミー 1 －7.277＊＊ －2.62（0.009） －0.666＊＊ －2.00（0.047）
産業ダミー 2 －8.527＊＊ －3.38（0.001） －0.858＊＊ －2.85（0.005）
産業ダミー 3 2.575 0.62（0.535） －0.006 －0.01（0.99）
従業員数（千人） －0.121 －1.22（0.223） －0.008 －0.74（0.461）
定数項 38.358＊＊ 7.78（0.000） 4.184＊＊ 7.17（0.000）

決定係数 0.224 0.258
サンプル数 186 185

＊＊は 5％、＊は 10％で有意。

図表 10　企業の特性と女性管理職比率

被説明変数：女性管理職比率

説明変数 係数 t 値（確率）

第 1 因子 8.691＊＊ 3.71（0.000）
第 2 因子 －7.333＊＊ －2.49（0.014）
第 3 因子 1.701 0.65（0.519）
産業ダミー 1 －8.656＊＊ －6.7（0.000）
産業ダミー 2 －5.705＊＊ －4.85（0.000）
産業ダミー 3 8.390＊＊ 4.36（0.000）
従業員数（千人） 0.0265 0.58（0.564）
定数項 13.228＊＊ 5.79（0.000）

決定係数 0.472
サンプル数 185

＊＊は 5％、＊は 10％で有意。
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業の特徴と、資本関係の面では外国人株主など市場志向的な志向を持つハイブリッド企業が多数を

占めているが、他方で、伝統的な日本企業の特徴が強い企業では、ROEや PBRが低い傾向がみら

れ、女性活躍も限定的となっており、企業統治改革の実効性が十分に上がらず、株主からも評価が

得られていない可能性が示唆される。このように、一連の企業統治改革を経て、日本企業のハイブ

リッド化は定着した感があるものの、その成果が十分に発揮されていない点も残っている。

（4）日本企業の低パフォーマンスに関する考え方

以上のような企業統治改革が企業のパフォーマンス向上に一定の効果を持っていることを前提と

した上で、日本企業のパフォーマンスが国際的にみて低水準にとどまっていることは、マクロ経済

環境や人口減少といった外部環境の変化の影響以外にも、日本の企業統治構造に関してもいくつか

問題が考えられる。

第一に、企業統治の制度の改革は一定程度進んだものの、企業統治構造が、従来の日本的な構造

を残しつつ部分的に市場志向型に変化することによって、調整コストが生じたり、補完性が失われ

たりしている可能性である（宮島［2011］）。多くの日本企業は、所有構造が機関投資などアウトサ

イダー中心になるなど市場志向側の外部ガバナンス構造を持つとともに、長期雇用の維持など関係

志向型の内部構造を持つハイブリッド型となっている。こうしたハイブリッド化による調整コスト

として、機関投資家などアウトサイダーの株主に対して自社の統治体制をアピールするためだけに

社外取締役を導入したことによって余計なコストが生じる場合や、経営陣が潜在的な買収の脅威に

対応するためにコストを払って他社の株を保有し持ち合いによる株主安定化を図るという場合が挙

げられる。また、メインバンクとの関係の希薄化や株式持ち合いの解消といったリスクシェアリン

グの喪失は、事業環境の変化に伴う倒産リスクを高めるため、企業経営者が投資を抑制して負債比

率を引き下げるといった行動をとることも考えられる。

第二に、企業統治改革が形式上は進んでいるものの、必ずしも実効的な意味で企業統治が改善し

たとは言えないとする指摘もある（藤田［2023］）。その要因としては、①企業を監視する機関投資

家に関して、日本の大手運用会社のほとんどは金融機関の子会社であり、親会社の影響による利益

相反の問題や運用会社経営者の取締役による監視体制が十分でないこと（金融庁［2022］）、②社業

に詳しくない社外取締役が増えて、取締役会の専門性が低下した一方で、経営執行会議は社内の人

材で中心であり、社外から経営の専門家を採用する例は限られていること、③日本の指名委員会は、

社長や CEOに人事権を持たない上、経営人材の流動性が低いために、指名委員会は外部人材を探

す余地が限られ、結果として内部登用がほとんどになっていること、が挙げられる。

第三に、機関投資家を中心にした企業の所有構造の変化など、市場ベースの仕組みが浸透する中

で、それと補完的な形での雇用のあり方が確立されていないことが、企業のリスクテイクや収益性

を抑制している可能性がある。すでに見たように、日本では正社員についての雇用保護規制が強い

ことが、潜在的な雇用調整のコストを高め企業の収益性を押し下げている（蟻川・井上・齋藤・長
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尾［2017］）。また、現状においては、多くの企業にとって雇用の流動性が若干高い方が、生産性が

高まることが多くの実証分析によって示されている（山本・黒田［2016］など）。こうしたことか

らすると、企業のリスクテイクや収益性を高めるためには、企業統治制度の改革だけではなく、そ

れと補完性を持つ経済システム全体の改革も念頭において考えることも重要であろう。

4．結論

本論では、日本を代表する企業である日経 225銘柄企業の 2020年代のデータを用いて、①企業

の資金調達・企業統治・雇用関係に関する特徴についての因子分析、②各企業の因子得点を用いた

企業属性と企業パフォーマンス等との相関分析を行った。企業特性については、因子分析の結果か

ら、①外国人株式保有率が高く、社外取締役比率が高いなど市場志向的な特徴を持つ「外国人株主

支配力」、②持合比率がやや高く、雇用の流動性も低いなど伝統的な日本的企業の特徴に近い「内

部支配力」、③特定株比率が高く、雇用の流動性も高い新興企業的な特徴をもつ「特定株主支配力」

の 3つが抽出された。企業ごとにこれらの因子得点を計算すると、2つの特徴を併せ持った、いわ

ゆる「ハイブリッド型企業」が多く存在しており、市場志向的な性格と日本的企業の特徴を両方備

えた企業や、オーナーなど特定の株主の影響力が強く、かつ日本的な企業の特徴も併せ持った企業

が多くみられることが確認された。各企業の 3つの因子得点と収益性との相関をみると、ROE及

び PBRともに、伝統的な日本企業の特徴である「内部支配力」を表す第 2因子が有意にマイナス

の相関を持っていることが示されるとともに、女性管理職比率についても「内部支配力」がマイナ

スで有意に相関を持っていることが示された。このように、一連の企業統治改革を経て、日本企業

のハイブリッド化は定着した感があるものの、その成果が十分に発揮されていない点も残っている。

その背景には、①企業統治構造が、従来の日本的な構造を残しつつ部分的に市場志向型に変化する

ことによって、調整コストが生じたり、補完性が失われたりしている可能性、②企業統治改革が形

式上は進んだものの、必ずしも実効的な意味で企業統治が改善したとまでは言えないこと、③企業

統治面では市場ベースの仕組みが浸透する中で、それと補完的な形での雇用のあり方が確立されて

いない可能性、などが考えられる。米国では、株主重視の企業統治から、多様なステークホルダー

を重視した企業統治へと転換を目指す動きもあるため、一概に望ましい姿がどのようなものかは論

じられないが、本論の分析からは、日本企業の場合には、まだ企業統治の実効性の面でやり残して

いる課題も存在していることが示唆される。
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〈論文〉

下ビルマにおけるイギリス植民地政庁による地租制度改革  
―ライヤットワーリー制に注目して―

水　野　明日香＊

Reform of the Land Revenue System by the British Colonial Administration  
in Lower Burma. 

-Focusing on the issue of the Ryotwari system 
Asuka Mizuno

Abstract

The aim of this paper is to reconsider how the British Colonial Administration reformed the land 

revenue system in Lower Burma. The tentative conclusions identified in this study are as follows: 

First, the British colonial administration 'reformed' both the land revenue and land tenure systems 

by applying western tools such as surveying techniques and English legal texts to the system under 

the Burmese. However, land revenue constituted only 30％ of the whole revenue of the Pegu region, 

and despite detailed settlement operations were conducted, land revenue could be collected as much 

level as the customary revenue rates of the Konbaung period. It was far below the theoretical amount 

of land revenue under the British rule. Second, the Government as a lord paramount under the Ryot-

wari system in British Lower Burma was only a nominal theoretical fiction. The landholders rights 

provided in the Lower Burma Land Revenue Act were in effect entirely allodial proprietary rights. 

This suggest that the British Colonial Administration had an intention of helping development 

through market force rather than regulating landownerships for the cultivating owner.

はじめに

地租制度の改革とそれに伴って行われた近代的土地所有権の導入は、植民地統治を確立する礎で

あると同時に社会経済のあり方を規定する重要な要因であり、地租制度の改革はアジア諸地域でか

つて重要な研究テーマとなってきた。本稿の目的は、イギリス植民地政庁は下ビルマでどのように

＊ 亜細亜大学経済学部　准教授
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地租制度の改革を行い、いかなる土地制度を構築したのかをライヤットワーリー制に注目して改め

て整理し、地租制度改革の意義を再検討することである。

半世紀ほど前に盛んだったこのテーマを扱う現在的な意義はどこにあるだろうか。一つは、農地

に関する現行法の歴史的起源を明らかにすることである。1988年の民主化運動によって社会主義

憲法を停止したミャンマー軍事政権は、2008年に新憲法を制定し、経済体制は市場経済とするこ

とを定め（第 35条）、一方で政府が国内の全ての土地の最終的な所有者（the ultimate owner of all 

land）であることを明記した（37条（a））。さらに 2012年には、農地に対する占有（possession）、

使用、収益の享受、売買賃貸を認める「農地法」（Farmland Low） および外国企業も含む申請者に

対して開墾と 30年間のリースを与える「空地・休閑地・未開墾地法」（Vacant, Fallow, and Virgin 

Lands Law, 通称 VFV法）を制定し、農村開発を進めようとした。これらのミャンマーの農地法が

歴史的な産物であることは度々指摘されており、現行法のモデルは明らかに植民地時代の農地法で

あるが、植民地時代の土地法についての研究は進んでいない1）。

地租制度の改革を改めて扱うもう一つの意義は、植民地時代の土地制度に関するミャンマー史内

外の近年の研究の進展である。これは主に、植民地官僚や植民地の思想家の思想的枠組みの再検討

に関して起こっている。例えば、ファーニバルによるビルマの土地制度理解、すなわちイギリス植

民地支配下で土地を財産とみなす考えがもたらされる以前の王朝時代のビルマでは、土地はコ

ミューナルな資源と考えられ、個人の所有物ではなかったとする理解は、彼の社会民主主義思想が

色濃く現れていることが指摘されている2）。またインドの法制史研究では、今日通説となっている

イギリスが持ち込んだ土地所有概念と在地の所有概念の差異を強調する見解は一見斬新であるが、

19世紀後半の proprietary rightという概念の変化の影響を受けた「修正主義者」（revisionist）的視

点に根差していることが明らかにされている3）。ビルマの植民地時代の地租制度や土地制度に関す

る研究は、今日でも基本的にはファーニバルの著作や彼がインド高等弁務官（Indian Civil Service）

時代に座長を務めた地租制度に関する調査委員会の報告書をベースにしており、近年の研究成果は、

ビルマの植民地時代の土地制度史研究に見直しを迫っている4）。

植民地時代の地租制度の改革と土地制度について、ビルマ経済史研究では次のように説明されて

いる。広大な未墾地が広がっていた領有当初の下ビルマでは、地主階級が存在していなかった。そ

のためライヤットワーリー制、すなわち国家と耕作者の間に介在者を置かず、ライヤット（農民）

に地租を課す方式が採用された。ライヤットワーリー制の下で、イギリス植民地政庁は、デルタに

自作農の一団（body of peasant proprietor）の創設を目指した5）。

しかし英領ビルマのライヤットワーリー制は、インドで行われたように土地に対する権利者であ

るライヤットを確定し、権利者と直接、納税の契約を結ぶ査定にはならなかった。またビルマでは

植民地期を通じて、地租は収穫があった面積に対して課税される変動算定制（fluctuation assess-

ment）で行われ、土地の権利台帳も作成されなかった。その理由は、イギリスが領有した当初、

人々の土地への定着が低く、地租査定は費用に見合わないと考えられたからであった。そのため下
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ビルマの領有から 1870年代までは正規の地租査定は行わず、基本的には王朝時代の課税と徴収方

法を引き継ぎ、耕作に使用される犂の数から面積を推測し、総生産量の一定の割合を徴収していた。

徴税は王朝時代の行政単位であったサークル（circle, ミャンマー語で tait）ごとに、その長である

ダヂー（thu gyi）を利用して行った6）。

行政費用をできる限り抑える方針は、土地制度にも表れた。デルタの開発過程では自作農を育成

するための有効な政策は採られず、大規模な不在地主が大量に発生した。デルタを開墾し土地を取

得する方法には、①スクウォッター制度（squatter system）、②リース制度（lease system）、③パッ

タ制度（patta system）の 3つであったが、どの制度も自作農の創設に寄与しなかった。①のスク

ウォッター制度とは、王朝時代の慣行に近いと考えられた制度であり、土地の自由な開墾と占有を

認め、開墾を促進するための制度であった。②のリース制度とは、開墾した土地の放棄が多かった

1850年代に、開墾と定住を促しつつ、地租を査定するために導入された制度であり、一定期間の

リース査定を受けた者は、リース期間中に隣接する土地を開墾しても追加的な地税を納入する必要

はないとする地租査定の一種であった。しかし 1870年代に入りコメ輸出が本格化すると、開墾の

促進よりも規制の方がが重要になり、新たなリースの締結は行われなくなった7）。

③の「パッタ」とは、地券を意味するインドの地税用語であったが、ビルマのパッタ制度は 15

～50エーカー（6～20ヘクタール）の小規模な荒蕪地を譲与する制度であった。パッタ制度は最初

期の地税規則でも規定されていたが、重要になったのは 1870年代に開墾をコントロールする方針

に変わって以降であった。パッタの申請者は自作農であることや営農のための資金力を証明する必

要があったので、自作農の創設に貢献すると考えられてのことであった。しかしパッタの申請数は

膨大で、十分に審査することはできなかったうえ、人々も時間と手間をかけて申請するよりはスク

ウォッターとして地税を払ってしまった方が早く確実に土地を取得できると考え、パッタ制度は機

能しなかった。結局、①のスクウォッター制度、つまり制度というよりは荒無地を自由に占拠する

ことが最も一般的なデルタの土地取得方法であった8）。

いずれの制度で土地を取得しても、1876年に制定されたビルマで最初の統一的な土地法である

下ビルマ土地租税法（Lower Burma Land and Revenue Act, Indian Act II of 1876）によって、12年

連続して地税を支払った者に対しては、土地の自由な利用と処分が可能な「ランドホールダー」

（landholders）という権利が与えられた。ランドホールダーという用語が採用された背景には、土

地租税法案制定準備委員会で、英領ビルマの長官（Chief Commissioner）イーデン（Ashley Eden）

と現地に知悉した県知事の間で激しい論争があったことが知られている。ビルマでの経験が長い県

知事たちは、人々の土地に対する権利は「所有権」（proprietary right）であると主張したのに対し、

ビルマに赴任したばかりのイーデン長官は、土地の絶対的な所有者は政府であるので、人々に与え

る権利は「占有権」（occupancy right）であると主張し、譲らなかった。結局、両者の妥協の産物

として、人々の土地に対する権利は「ランドホールダー」という語が使用することになった9）。

以上がファーニバル以来続く、ビルマの地租と土地制度に関する先行研究である。地租制度に関
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しては、ファーニバルは地租査定官や地租査定局の局長を務めた経験があるだけに、地租行政を熟

知しており、見直しは容易ではない。しかし既存の説明の難点は、1850年代から 70年代の制度の

導入期にある。なぜならファーニバルは、ビルマにおける地租制度の基礎を作った英領ビルマの初

代長官フェーヤー（Arthur Purves Phayre）にほとんど言及していないからである。その理由はお

そらく、フェーヤーがファーニバルとは異なり、王朝時代のビルマには私的土地所有があったと考

えていたためと思われる。そもそも地租制度の改革についての研究は多くなく、上述の概略以上の

ことは明らかにされていない。

ではファーニバルが触れなかったことを加味して、地租制度の改革やそれにまつわる議論を改め

て整理すると何が見えるだろうか。本稿ではイギリス植民地政庁による地租制度改革の再検討を行

い、その歴史的意義を論じる。

1．ペグー地方領有直後の地租制度についてのイギリスの認識と改革への準備

1.1　王朝時代の徴税状況に関するイギリスの調査

1852年 12月 23日、インド総督ダルハウジー（Earl of Dalhousie）は、下ビルマのペグー地方の

英領インドへの併合を宣言すると、現地の反乱を平定しながら統治の確立を目指した。ダルハウ

ジーはペグー地方の併合を独断で行ったため、本国の議会で統治の採算の見込みについて厳しく追

求された10）。そのため歳入の確保は急務であり、併合後直ちに王朝時代の税制の調査が行われた。

その結果は、表 1のようにまとめられる。

この額は、実際に人々が徴収された額ではなく、徴税を請け負ったダヂーが自らの取り分を除い

て、ビルマの宮廷や王都に暮らすミョウ（王朝時代の行政単位、英語では township）の食邑主

（myo-sa）に納められた額であった。ダヂーは徴収した額の 3分の 2程度を取り分としていたとイ

ギリスは推測しており、人々が実際に徴収された額はこれよりも遥かに大きかったが、これにはダ

ヂーが担っていた行政のための費用も含まれていた11）。

それでは内容を具体的にみていこう。デルタの開発は王朝時代に開発が進んでいたプローム、タ

ラワディなどの上部からラングーン、バセインなど感潮デルタへと進んだ。これは 1850年代初頭

の人口からも確認できる。1平方マイル当たりの人口は、ラングーンとバセインはそれぞれ 13人

とデルタ上部の人口密度より少ない。またこれらの県の男性人口は、女性人口よりも約 1万人多く、

上ビルマから単身で来た男性も多かったと思われる。

課税方法もこのような地域の特性によって異なっていた。デルタ上部では、徴税額の 9割近くが

世帯税（史料では household taxまたは family tax）であり、地租の形では徴税されていなかった

のに対し、新開地では水田には犂税（または一対の牛に対する税）が課されていた。いずれにせよ、

土地に対する税は、デルタの税収の約 12％に過ぎなかった12）。

1人当たりの課税額にも地域差が見られた。タウングー県の徴税額の少なさは、同県ではダヂー
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が抵抗を続けており、植民地政庁が十分に調査できなかったことによるものと思われるが、タラワ

ディ県では平均すると一人当たりの課税額は 1.52ルピーであったのに対し、バセイン県では 2.42

ルピーと 1.6倍の開きがあった。ラングーン県も関税を除けば、一人当たりの課税額はバセイン県

と同等程度であった。

世帯税は一律に課されておらず、税を徴収する各サークルのダヂー裁量が大きかったとされてい

る。各世帯から徴収する平均的な額は、県の役人から指示されていたが、ある県の世帯税は一世帯

につき 10ティカルであったが、他の場所では 4～5ティカルであった。村の役人は人々の財産、土

地、商業からの収入、働き手とみなされる大人になった息子と娘の人数等から豊かさを判断して、

一世帯辺りの課税額を決定した13）。

イギリス植民地政庁は、王朝時代の税は全体として「ぶかっこう」（clumsy）ではあったが過重

ではなく、人々には合っていた考えた。その根拠は、多くのビルマ人の衣食は豊かで、一般的に快

適な家に住んでいたことであった14）。

以上が徴税を開始するにあたって、イギリス植民地政庁が直面していた状況であった。税のかな

出所：  Adas, Michael, The Burma Delta: Economic Development and Social Change 

on an Asia Rice Frontier, 1852-1941, University of Wisconsin press, 1974, p.9.

図 1　1850 年代の下ビルマの行政地図
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りの部分を懐に入れるダヂーの排除、包括的な課税から根拠ある算定に基づく地租への転換が当面

の課題であった。

1.2　土地制度についてのフェーヤーの理解と地税制度の改革方針

英領ビルマの初代長官フェイヤーは、1828年に 16歳でベンガル軍に入隊して以来、アラカン、

テナセリウムで経験を積み、地租行政にも関わってきたビルマの専門家であった。包括的な世帯税

を土地に対する課税に切り替えるにあたり、フェーヤーは王朝時代の土地制度について、行政報告

書に次のように記している。

いくつかの家族は集落（hamlet）を形成し、コミュニティの感覚 （communion of feeling）を

有していた。森林伐採、放牧の権利は集落に属しており、複数の集落で形成される村落区（vil-

lage tract）には明確な境界が存在した。しかし村落区は耕地に対する共有権は持たず、耕地の所

有権（proprietary right）は、各家族が厳密に維持し、相続していた。ビルマの慣習法（ダマ

タッ）は、親族以外の者に耕地が移転することを禁止していたが、土地の売却は認めていた。土

地は売却や質入れにより譲渡されることもあるが、あらゆるケースで、土地に対する権利を数世

代遡り、開墾者まで追うことができる15）。

フェーヤーはこのような認識に基づき、ライヤットワーリー制を採用した。「ライヤットワー

リー」という言葉は報告書の中でも使用されている。しかしこれは単純に、納税の義務を村に対し

て課す村請制と対比しての見解であり、別の個所では「耕作者の一団（または個人）と一定期間の

査定を行う」という各耕作者と直接査定契約を結ぶライヤットワーリー制に反する査定方法を示唆

する記述も行っている16）。

またビルマの人々が土地に対する所有権を明確に有していたとする見解は、当時のイギリス人が

持つライヤットのイメージとも異なっていた。フェーヤーはビルマの土地制度に関する小さなパン

フレットも著しており、ビルマの人々は土地に対して完全な所有権（allodial right）を持っている

ことを主張したが、匿名の著者によるパンフレットへの序文の中で、フェーヤーが描くビルマの土

地所有者は、政府の小作人であり、政府によって立ち退かされる可能性のあるライヤットとは明ら

かに異なる存在であると評されている17）。ただしフェーヤーも王朝時代のビルマで、土地が財産と

して確立されていると考えていたわけではなく、「土地は急速に価値を獲得しつつあり、長い年月

の間、明確な権限（title）がなかった土地に対して、人々が権限を主張し始めている」とも述べて

いる。また王権の土地に対する権利についても、王による土地に対する恣意的な権利の侵害はあり、

例えば王の水軍（royal boats）のような職能集団に割り当てられた扶持地については、土地取り上

げ等の権利の剝奪は頻繁に起こったとしている18）。

全体としてフェーヤーがビルマの土地制度をどう認識したのかは分かりにくい。後述するように、
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20年後のほぼ同時代のイギリス人植民地行政官から見ても分かりにくく、下ビルマ土地租税法案

制定準備委員会の議論の焦点は、フェーヤーがビルマの土地制度をどう理解し、どのような制度を

導入したのかという点であった。しかしながら後述するように、フェーヤーの観察はその後のビル

マの土地制度の基礎となった。

1.3　地租制度の改革

英領時代の地租制度の基礎も 1850年代に築かれた。包括的な世帯税から地税への転換、徴税を

請け負っていたダヂーの役人化などが開始され改革は進んだ一方で課題も残され、それらのいくつ

かは英領期を通じて解決されることはなかった。

包括的な世帯税から地税への転換は、デルタよりも約 30年先行して英領下に入ったアラカンと

テナセリウムで採られた方法が踏襲された。アラカンではまず犂税の導入が行われた。ダヂーは

サークル内で耕作に使われている犂の数を数え、犂数に基づき税を徴収することが求められた。次

の段階では、犂税から耕地面積を推計する作業が行われた。一対の牛が曳く犂はドーン（doon）と

呼ばれ、当時のアラカンでは 1ドーン＝約 6.25エーカーと仮定された19）。ペグーでも同様の方法

で地税が導入されたと推測される。

ペグー地方の地税の算定は、1853年の雨季が始まる 5月にはすべての県で開始された20）。使用

している犂の数、犂あたりの平均生産量の調査が行われ、政府の取り分は粗生産量（gross pro-

duce）の 5分の 1に相当する「市場」価格とされた。そのため 1エーカーあたりの平均収穫量と

その市場での価格、市場までの輸送費等の調査が行われ、水田の 1エーカー当たりの課税額は 4ア

ンナ～2ルピーとされた。水田以外で課税対象となったのは果樹園（garden land）であったが、果

樹園の算定は行われず、課税額は郡の水田の最高額と同等とするとされた。なお 4アンナ～2ル

ピーという額は、バセインの当時のミッションスクールの月謝と同等であった21）。

こうした算定に基づき、各サークルのダヂーは、課税面積と徴税額を記した台帳を提出すること

が求められた。またダヂーの業務に対しては、徴収額の 10％が手数料として支払われることになっ

た。ダヂーの以前の取り分は徴収額の 6割どのくらいであったことを考えると、ダヂーがなぜ

10％の手数料で納得したのかは分からないが、イギリスの統治開始から間もなく、ダヂーの性質は

変化したことを示している。

これらの改革の結果、地租がペグー地方の税収の約 3割を占め、税収の最大項目となったが、3

割という数値は決して大きくはなかった。

以上でみたように、統治開始から間もない 1850年代にある程度の地租制度の改革は行われた。

しかし重要な点で、王朝時代の税制の特徴が残された。第一に、従来の包括的な世帯税を全て地税

に切り替えることはできなかった。世帯税は人頭税として残され、平野部の夫婦は一律に年間 4ル

ピー、18歳以上の独身男性や 60歳以下の寡婦は 2ルピー、山岳部の夫婦も 2ルピーとされた22）。

第二に先行研究でも指摘されているように、ビルマのライヤットワーリー制は、インドのそれとは
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異なり、地権者を確定して一定期間、定められた金額を納税する契約を各耕作者との間で結ぶもの

ではなかった。またこれと関連し、ビルマの地租は収穫のあった耕地のみが課税対象とされる変動

算定制であった。これは安定的な税収を求めるイギリスを特に悩ませる問題であった。

これらの問題について、フェイヤーは、正規の地租査定を行うためには土地が価値ある資産にな

ることが重要であり、土地が堅固で安定的な価値が持つようになれば、正規の地租査定を実施でき

ると楽観的に考えていた。フェイヤーがこのように考えた理由は、1850年代の前半には既に土地

の価値は上昇し始め、急速に明確な価値を獲得しつつあったことである。当時、王朝時代には禁止

されていたコメ輸出の解禁に伴い、海外や上ビルマへの輸出量は 1953/54年の 17,344トンから

1954/55年には 80,388トン、1954/55年は 126,674トン（籾米も含む）と倍増し、コメの価格も 4

～5倍に上昇していた23）。しかしフェイヤーの希望的観測に反し、植民地時代を通じてイギリス植

表 2　ペグー地方の初期の歳入 （ルピー）

1853/54 1854/55 1855/56 1857/58 1858/59

1 地租 363,620 29％ 716,187 31％ 935,988 31％ 1,259,517 31％ 1,208,408 27％

2 人頭税 394,858 31％ 641,847 28％ 735,488 24％ 857,365 21％ 899,075 20％

3 漁業権 129,033 10％ 212,709 9％ 272,036 9％ 333,676 8％ 383,776 9％

4 塩 16,573 1％ 55,290 2％ 49,715 2％ 49,641 1％ 71,870 2％

5 林産物 85,228 7％ 136,715 6％ 177,980 6％ 11,238 0.3％ 3,470 0.1％

6 物品税 0％ 325,333 8％ 398740 9％

7 関税（海） 93,443 7％ 172,503 7％ 170,927 6％ 303,938 7％ 333,070 7％

8 関税（陸） 61,783 5％ 229,395 10％ 391,833 13％ 508,513 12％ 477,757 11％

9 市税 28,094 2％ 31,111 1％ 30,878 1％ 3％ 0％

10 港湾使用料 12,690 1％ 13,958 1％ 27,501 1％ 123,522 1％ 143,510 3％

11 ラングーンの政
府建物使用税 6,410 0.3％ 9,869 0.3％ 43,573 3％ 45,193 1％

12 木材税 12,370 1％ 28,133 1％ 80,393 3％ 117,286 2％ 394,012 9％

13 訴訟代金・罰金 26,370 2％ 57,104 2％ 74,313 2％ 100,562 0％ 139,848 3％

14 所有者不明の財
産の売却 12,301 1％ 4,802 0％ 11,197 0％ 5,970 0％ 4,052 0％

15 市場税 0 0％ 0 0％ 15,238 1％ 1％ 0％

16 渡舟税 205 0％ 711 0％ 938 0％ 0％ 0％

17 郵便 0 0％ 0 0％ 11,759 0％ 14,764 0％ 0％

18 その他 23,180 2％ 23,722 1％ 23,364 1％ 26,179 11,368 0％

合計 1,259,748 100％ 2,330,597 100％ 3,019,417 100％ 4,081,077 100％ 4,514,149 100％

出所：Report on the Administration of the Province pf Pegu for 1855-56, p.24; 1858-59, p.582.
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民地政庁は変動算定制を改めることはできなかった。

2．英領ビルマの創設とリース査定の導入

2.1　リース査定の導入

ペグー地方の領有以降、地租は増加したが、1858年は牛のマラリアの流行や降雨量の不足によ

り不作となり、地租収入が前年度より減少するという事態が発生した。そのため毎年の作付けや収

穫に関わらず、一定の金額を課税する固定算定制（fixed assessment）へ移行する機運が高まった。

そこで導入されたのが、リース制度であった24）。リース制度とは、地租査定を行った土地に対して、

その耕作者との間で 5年から 10年間のリース契約を結び、リース期間中、耕作者は開墾して耕地

を拡大しても、リース契約を結んだ耕地に対してのみ決められた課税額を毎年納めるという制度で

あった。このような特典のため、既存の研究では荒蕪地を取得するための制度という側面が強調さ

れているが、あくまで地租査定の方法の一つであった。

なおフェーヤーは人々の土地に対する権利は「所有権」であると考えていたにも関わらず、「リー

ス」という言葉が使われた理由は、同時代のイギリス人官僚から見ても分からなかった。後のビル

マ長官のイーデンは、農民に所有権があるならば、自分自身の土地を「リース」しているのか、

我々はどのような権利に基づいて「リース」を与えているのかという疑問を呈している25）。

リース契約の締結は 1858年にラングーン県の一部で試験的に開始された。しかし実施はサーク

ル単位で行われたため、サークル内の 200名以上の耕作者全員の意見を一致させることができず、

リース契約の締結は進まなかった。耕作者はメリットとデメリットを正確に理解しており、不作の

年には生活が立ちいかなくなることを警戒したとされている26）。ここで気になるのは、リース契約

の締結はサークル単位で実施されたという意味である。一つのサークル内の査定方式は一つに統一

し、各耕作者もしくは地主と個別にリース契約を結ぶという意味であると考えられるが、必ずしも

サークル内で査定方法を統一する必要はなく、サークル内の納税者と合意のうえ、サークルと一括

でリース契約を結ぼうとした可能性もある。実際、ラングーン県の一部では、サークルのダヂーと

リース契約を結ぶインドで行われていたタイプの村請制でリース査定が行われたことが報告されて

いる27）。また資本を持たない「投機家」（speculator）が政庁と耕作者の間に入り、リース査定の契

約を結ぶことも行われていたという。これはザミンダールのような徴税を請け負う領主層を生み出

しかねないと警鐘がならされている28）。

当時のインドでの地租査定は、ライヤットワーリー制が主流ではあり、1860年代には村請制は

「時代遅れ」であったが、徴税の方法として容易であるという意見もあり、ボンベイ総督（Gover-

nor of Bombay）のエルフィンストーン（John Elphinstone , 13th Lord Elphinstone）はそのような

一人であった。しかしインドの耕作者も連帯責任を嫌い、村請査定は実現しなかった。なおエル

フィンストーンによる地租査定に関する説明の中で、ビルマのリース査定と同様の内容の「リー
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ス」という言葉が使われている29）。

リース方式による地租査定が本格的に開始されたのは、1862年にアラカン、テナセリウム、ペ

グーの 3つの地方を併せて英領ビルマ州が創設され、ビルマにも地租査定局（Settlement Depart-

ment）が設置されたことによる。当初、地租査定の規則は県ごとに定められ、リースについて最

初に公布された規則はタウングー県の地租査定規則であった。1863年の収穫時期も近づいた 10月

8日に公布された 14条から成るこの規則では、第 1条で「全ての土地の 5年間の地租査定を行い、

その間には地租のための測量は行わない」と定められた。査定の有効期間中に再測量しないという

のは、毎年の算定を行わないという意味であり、「全ての土地」とあることから、査定方法として

もっぱらリース方式を採用する予定であったことがうかがえる。この期間中、再測量を行わないた

め、新たに開墾した分は非課税となる。これは「この 5年の査定期間中に取得された新しい土地、

すなわち現在の荒蕪地は測量または算定されない」と別途、明文化された（第 5条）30）。

このようにリース査定は作柄に関わらず、一定額を徴収することを目的としていたが、「避けら

れない不幸により耕作が妨げられた場合は、地租は返還される」（第 10条）という条項もあり、収

穫が変動した場合に減免する可能性は残された。この条項は、後のビルマの地租行政の重要な特徴

である税の返還に繋がったとされている31）。

タウングー県のこの地租査定規則は、その後、プローム県を皮切りに他県でも改変を加えながら

導入され、1865年には、「一定期間、土地のリースを与える英領ビルマにおける一般規則」（Gen-

eral rules for granting leases of land for a term of years in the province of British Burma）、さらに

1868年には「英領ビルマにおける地租査定規則」（Rules for the settlement of the Land Revenue in 

British Burma）として結実した。12条からなる「英領ビルマにおける地租査定規則」の要点を抜

粋すると以下である32）。

（ⅰ）　地租査定は、自身で耕作している、いないに関わらず、すべての土地所有者（owner）に

提供される。査定期間は、3年または 5年、または 10年である。この期間、地租は新た

に算定されないし、隣接する荒蕪地を開墾した場合、リースが有効な間は課税されない

（ⅱ）　リースされる土地の面積は、当該年度の課税台帳（assessment roll）に記載されている面

積とする

（ⅲ）　課税額は査定の年の額で固定される

（ⅳ）　サークル内の全ての土地所有者が共同リース（joint lease）に同意する場合、共同リース

として、合意した代表者 1名と査定契約を結ぶだろう

（ⅴ）　リース期間の終了時、耕作地全体を測量し、再度算定を行う。リース期間中に開墾された

耕地も含めて新たなリースを提供する

（ⅶ）　休閑地の税率は 2アンナとする

（ⅹⅹⅱ）　外国人、英国民を問わず、善意（bona fide）の耕作者は、リース下にあるサークルに来て、
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納税額が未決定の未開墾地（unappropriated new land）を開墾することが認められる。

ここで注目すべき点は、ビルマのライヤットワーリー制は徴税を請け負う介在者を認めないとい

うだけで、必ずしも耕作者を納税者とみなし、各納税者と直接、査定契約を結ぶという厳密な発想

はなかったことである。（ⅰ）では自作農ではない地主が容認されていたし、何より（ⅳ）では共

同リースも想定されていた。以下では、リース査定が実際にどのように行われたのかを見ていこう。

2.2　リース査定の実施―ダヂーによる測量と算定簿の提出

リース査定の締結は基本的には開発が進んでいたデルタ上部からデルタの奥地へと広がっていっ

た。1867/68年の時点で既に、イラワジ・デルタ上部のプローム県やミャウンオン県でリース査定

下にある面積は多く、新開地のラングーン県では 1867/68年以降にリース査定が急伸した。バセ

イン県でもやや増加し、リース制度による査定地はピーク時には約 7割に達した（表 3）。リース

査定が急速に拡大した要因はその締結方法にあった。リース契約の締結とは、ダヂーが作成した地

租の算定簿を携えた査定官が、村から村を廻り、村の面立ち（lugyi）に署名させる作業であったと

言われている33）。

リース査定の締結には、ダヂーが作成した課税台帳の利用が前提とされていたが、「英領ビルマ

における地租査定規則」の公布に先立つ 1862年に出された「ペグー管区統治マニュアル」（Manu-

al of Rules and Regulations, Notifications, etc. in Pegu division of British Burma）では、ダヂーは毎年、

土地の測量を行い、課税台帳を作成し、提出することが義務付けられていた。またこれらの作業を

行なわなかった場合には、解雇されるとの規則が出されていた34）。上述したように、1858年には

デルタのミッションスクールで測量が教えられていたので、測量技術に関する教育機関はあったよ

うである35）。

後にイギリス植民地政庁の専門の測量師による測量が開始されると、ダヂーの測量の不正確さが

判明するが、曲がりなりにも測量を行ない得ると認められたダヂーの数は徐々に増加していた。ダ

ヂーの測量資格についての記述があるバセイン県では、土地測量資格を持つダヂーは 1860年代に

は 2名であったのに対し、1870年には 11名に増加した。さらに 1873年には 81名のダヂーの内、

19名が測量資格を有し、他にも 37名が測量能力があると報告されている36）。逆に職務を遂行でき

ない、土地測量試験に落ちたことを理由とするダヂーの解雇も発生した。特に 1869年度に解雇さ

れたバセイン県のダヂー 11名の内、4名の解雇理由は土地測量資格を有さないことであった（表

4）。その他の解雇の理由は、徴収した税の横領、住民への不正な税の取り立て、怠惰や義務を果た

さないなどであった。職務内容の変化と負担の増加により、ダヂーが自ら辞職する例も見られたと

いう。1870年には、そのような理由で 7名の古くからのダヂーが辞職した37）。
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3.
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表
4　
下
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ン
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ー
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n.
a.
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a
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n.

a.
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a
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セ

イ
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2
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a.
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9
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a.
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9

ミ
ャ

ン
オ

ウ
ン

（
ヘ

ン
ザ

ダ
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1
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9
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1
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a.
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a.
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a.
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ロ
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9
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8
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注
1：

  一
つ
の
サ
ー
ク
ル
に
対
し
て
、
必
ず
し
も
一
人
の
ダ
ヂ
ー
が
任
命
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
人
の
ダ
ヂ
ー
が
複
数
の
サ
ー
ク
ル
の
長
を
兼
任
す
る
こ
と
も
見
ら
れ
た
。
特
に
、
比
較
的
古

く
か
ら
開
墾
が
進
ん
で
い
た
デ
ル
タ
上
部
に
位
置
す
る
プ
ロ
ー
ム
県
で
サ
ー
ク
ル
数
が
他
県
と
比
し
て
極
端
に
多
く
、
ダ
ヂ
ー
の
人
数
が
少
な
い
。
こ
の
よ
う
な
差
異
が
生
じ
た
理
由
の
解

明
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
尚
、
タ
ユ
ェ
ッ
ミ
ョ
ー
県
は
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70
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に
、
プ
ロ
ー
ム
県
の
一
部
が
分
割
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れ
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立
さ
れ
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。
こ
の
年
以
降
、
両
県
で
は
タ
ヂ
ー
の
死
亡
、
退
任
を
機
に
、

近
隣
の
ダ
ヂ
ー
に
兼
任
さ
せ
る
こ
と
に
よ
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て
ダ
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ー
の
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数
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減
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策
が
採
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れ
た
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2：
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な
い
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2.3　リース査定の問題点

しかしリース査定下にある耕地面積は 1869/70年がピークであり、翌年以降、全体の約 3割に

まで急減した38）。その理由は、リース査定の現行の方法は望ましくないとして、1869年 12月に地

租査定局上級職員のフィッツロイ大尉（Captain Terence Francis Fitzroy）がリース査定の改革案を

提出し、翌 1870年には新たなリース契約の締結が中止されたからであった39）。

リース査定の問題点は、1869/70年に地租査定局が行った調査によって明らかになった。この調

査は、1864年に結ばれたラングーン県の耕地、約 9万エーカーの 5年リース契約の失効を控え、

リース査定下でどの程度の耕地が開墾されたかを測量によって調査し、契約が失効した土地に関し

て新たなリース契約を結ぶことを目的としていた。しかし測量は予定していた約 9万エーカーのう

ち半分の 46,450エーカーしか完了しなかった。その理由は、最初にリース契約が結ばれた際の測

量があまりに不正確だったので、予定通りに測量が進捗しなかったためとされている40）。ダヂーが

作成した課税台帳上の耕作面積は、得てして過少である場合が多かった41）。

またリース査定は開墾を促進するという目的にも効果を発揮しなかった。契約の更新時に、リー

ス契約期間中に開墾し、地租を支払っていなかった耕地を放棄し、以前から耕作していた耕地にの

み新たなリース契約を結ぼうとした者もいた。結局、新たなリースは、契約を提示した 4918名中

わずか 986名からしか取り付けることが出来なかった42）。

フィッツロイは、リース査定の方法が望ましくない理由として他にも、査定の対象者は自作農で

なくても構わないとする規定や耕作者の権利が保護されていないことを挙げた。フィッツロイが特

に問題視したのは、実質的な村請制である共同リース査定であった。これがリース査定の一般的形

態であったとは思われないが、共同リースの存在はフィッツロイの地租査定の改革案に多大な影響

を及ぼした43）。

フィッツロイは以上の状況を踏まえ、地租査定規則の改正案を策定した。フィッツロイの改正案

は承認されなかったが、1876年地税規則を策定の議論の出発点となった。次節ではフィッツロイ

の改正案とそれに対する反対意見を詳しく見ていこう。

3．1876年土地租税規則の制定と地租査定改革

3.1　フィッツロイの地税規則改正案

フィッツロイは地税規則の改正案を作成するにあたり、1830年代にウィンゲート（George Win-

gate）とゴールドスミット（Henry Edward Goldsmid）がインドのボンベイ管区インダープール郡

で行った地租制度の改革を参考にしたと述べている44）。ウィンゲートとゴールドスミットによる地

租制度の改革とは、ボンベイ管区で行われていた村落一括査定や耕地を共同所有する地主階層によ

る納税の連帯責任を改め、1人によって所有されるフィールド （field）ごとに測量を行い、小規模

な自作農と査定契約を直接結ぶライヤットワーリー制の導入であった。彼らにとって地租制度改革
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の課題は、①歳入確保、②農業開発、③農民の土地所有権の安定化であり、そのための鍵が土地保

有の単位であるフィールドごとの測量であった。これにより土地保有者・耕作者は連帯責任を負わ

されず、自由と独立を得ると考えられた45）。フィッツロイがウィンゲートらの改革案を参考にした

理由の一つは、村落一括査定から個別の耕作者の査定へと切り替える点が、ビルマと類似している

と考えたためではないかと思われる。

フィッツロイがウィンゲートらの改革案を参考にしたもう一つの理由は、彼らの地租制度改革の

思想にあった。これはフィッツロイが改革案の目的を、限られた大規模農園所有階級（class of 

great estate owner）によってではなく、無数の自作農階級（class of peasant proprietors）によって

農業の発展を促進することと説明していることからうかがえる46）。なぜ自作農階級が発展を促進す

るのかは、ウィンゲートらの思想をみると分かりやすい。彼らがライヤットワーリー制の導入を推

進した理由は、農民に土地保有権を与えることによって自由競争を促進し、農民の個人的経営努力

を引き出すことが農業の発展につながるとの信念があったからであった。その背景には、私的所有

を文明社会の基礎として、私的利益を追求することこそが社会発展の原動力であるとする思想が

あった。これはまた、国家は「全体的地主」（universal landlord）であるというライヤットワーリー

制のきわめて社会改良主義的、権威主義的な側面であったと評価されている47）。

つまりフィッツロイが考えたライヤットワーリー制および自作農階級の育成は、ミャンマー史研

究において想定されているライヤットワーリー制の理念、すなわち小農を前提とした社会の構築や

1870年代以降に必要性が高まったとされる自作農保護とは異なる発想に基づいていたといえる。

フィッツロイがどこまでウィンゲートらの改革の意図を理解していたかは分からないが、彼ら政策

目標の一つは、自由な土地所有権の移転を通じて、資力のある農民に土地を集積させることにあり、

ミャンマー史の文脈で語られる自作農の保護とはむしろ真逆であった48）。

このようなインドの地租査定改革の事例を元に、フィッツロイは地税規則の改正案を作成した。

改正案の柱は、1人によって所有されるホールディング（holding）を測量すること、さらにホー

ルディングを構成する、畦に囲まれた実際の耕作単位である 5エーカー程度の地片（field）の測量

も行うことであった。しかし地租査定をリース方式で行うことまでは、変更が予定されておらず、

初期の草稿ではリースについての言及が含まれていた。ただしこれは最終案では削除された。他に

も、土地の保有者は地代（rent）を支払う限り、所有者（proprietor）とすることが初期の草案で

は提案されていたが、これも 1871年 7月に最終的に提出された草案からは消された49）。

フィッツロイの改革案はフェーヤーの後任のビルマ長官フィッチ（General Albert Fytche）に

よって承認され、インド政庁に提出された。

3.2　下ビルマ土地租税法案制定準備委員会の議論―土地に対する人々と政府の権利

フィッツロイの改正案は、ビルマ州内でも回覧されたが、各県の県知事たちからは不評であった。

折しも、フィッツロイが改正案を提出した約 3ヶ月後の 1871年 11月にビルマ長官が交代し、後任
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としてアシュレイ・イーデンが長官に就任した。イーデンは費用をかけたくないインド政庁の意を

汲み、人口希薄なビルマにおいてフィッツロイの改正案は非現実的であり、実行不可能であると厳

しく批判し、フィッツロイを土地租税法改正案の作成任務から外した。1872年 4月には、ペグー

管区長官のアルダフ大佐（Colonel R. D. Ardagh） を委員長とし、テナセリウム管区長官ブラウン大

佐（Colonel D. Brown）、ヘンザダ県知事のアイアーランド（DeCourcy Ireland）ら 5名で構成され

る下ビルマ土地租税法案制定準備委員会を設置した50）。

委員会はサークル、クウィン、ホールディングの境界を測量し、地図を作成すること、リース査

定は各所有者と個別に結ぶことを提案した。この点ではフィッツロイの提案と同じであり、リース

査定も継続が予定されていた。しかし地片の測量は、手間と費用がかかり過ぎるとのことで推奨さ

れなかった。翌 1873年には、アルダフ大佐、ブラウン大佐、アイルランドがそれぞれ地税法案を

起草し、ブラウン大佐による草案がたたき台として委員会で採用された51）。

委員会で激しい議論が交わされたのは、先行研究で言われているように、人々の土地に対する権

利の規定についてであった。委員たちは、下ビルマの土地所有者は完全な所有権（proprietary 

right）を有していると考えたのに対して、長官のイーデンは、所有者（proprietor）という語の使

用は不適切であると考えていた。その理由を説明するため、イーデンは委員会に以下の質問を投げ

かけた。第一に草案の規定の「地租」（revenue）は、地税（land tax）と表現できるか、第二に 12

年の占有の後に獲得される土地保有態様（tenure）の性質はどのようなものか、それは法案にある

ような完全な私的所有（allodial proprietorship）なのか、それとも相続可能な恒久的な占有権 （per-

manent occupancy） かという質問である52）。

イーデンの回答は、税に関する用語の定義を①「税」（tax）: 土地は政府の財産ではない、または

部分的には違う、②「歳入」（revenue）: 国家に備わる権利として得た土地の生産物の分け前、③

「地代」（rent）: 耕作者から政府に介在者なく、直接支払われる取り分とした上で、荒蕪地に対する

絶対的唯一の所有者（absolute and sole proprietor）は政府であり、農民は耕地を占有しているに

世襲的な占有者（hereditary occupiers）に過ぎないので、「地代」という語を使うべきであるとし

た。これに対して、委員会のメンバーはビルマの土地所有者は完全な所有権を有しているとして譲

らなかった53）。

両者は王朝時代の慣習法における土地に対する権利の規定や初代長官のフェーヤーによるビルマ

の土地制度理解まで遡って検討したが、決着はつかなかった。イーデンは、農民に完全な所有権が

あったとするフェーヤーの慣習法解釈は正確ではないし、フェーヤーの土地制度に関する発言も一

貫していないと断じた。一方で委員会は、慣習法は完全な所有権を認めていたし、ビルマの人々は

土地に対する所有権を有しているとフェーヤーは考えていたと主張した。またイーデンは、英領ビ

ルマでこれまで出されたいくつかの地税規則を検討し、「地代」、「地税」等、様々な用語が混在し

ており、用語の使い方が非常にルーズであると述べた54）。つまり同時代のイギリス人行政官が見て

も、1850年代から 1860年代までの間、イギリス植民地政庁がビルマの人々の耕地に対する権利を
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どう考え、どのように扱ってきたのかは明確ではなかった。

しかしイーデンも、ビルマの土地「所有者」が 12年連続して占有した後、完全な権限（complete 

title）を持つことに異論はなく、ビルマの土地制度に関する認識は委員らと一致していた。結局、

論点は、それをどう英語の法文に落とし込むかという法律用語の問題であった。そのために「所有

者」（proprietor）でも「占有者」（occupier）でもない「ランドホールダー」（land holder）という

語が採用された55）。

重要な点は、この議論の過程で、人々の耕地に対する権利の対となる国家の土地に対する権利も

俎上に上がり、理論的なフィクションとしては国家が最高の地主であるという考えが表明され始め

たことである。ビルマの人々を国家の「小作人」とみるイーデンだけでなく、人々に完全な所有権

があると主張した委員も、政府に「最高権力」（paramount power）があるという表現を議論の中

で使用した。なお政府が最高の地主であるという考えの下に、荒蕪地の新規開墾者に対して「スク

ウォッター」（不法占拠者）という言葉が使われたのもこの時期であった56）。

しかし同時に国家の権利は「所有」（ownership）とは異なるものであることも確認された。19

世紀末に土地租税法制定準備委員会の議論を振り返った後のビルマ長官は、ランドホールダーはあ

らゆる重要な点で所有者（proprietor）であると解釈した。また 1874年の時点では、インド政庁も

この問題は複雑であるとして、土地が政府に属するのか、人々に属するのか明確にすることを避け

た57）。そのため下ビルマ土地租税法には、国家の土地に関する権限に関する規定は、盛り込まれな

かった。

以上の議論を経て、1875年にようやく法案がまとまり、インド政庁によって承認された。審議

の際には、同法案が規定する下ビルマの土地制度は、「「創造」されたものではなく、「長らくの通

例とその一般的な受容」によって発展してきたものを法律的な用語で表現したもの」と説明され

た58）。

3.3　下ビルマ土地租税法と地租査定方法の改革

こうして制定された下ビルマ土地租税法において、人々の土地に対する権利は、「耕地を連続し

て 12年間、占有（possession）し、地租を支払った者は、その土地に対してランドホールダーの

地位を獲得したと見なす」（7条）、「ランドホールダーは自らの耕地の使用、占有する権利を有し、

これを相続、譲渡できる」（8条）と定められた。

さらに 7条には、下記の説明が付された。

説明 1　  ある人が譲渡によりその土地を得た場合、以前の占有者の占有期間は、譲り受けた人の

占有期間に合算される。

説明 2　当該の土地に対して支払われたいかなる地租も、占有者によって支払われたと見なす。



■下ビルマにおけるイギリス植民地政庁による地租制度改革

65

これらの補足によれば、開墾されてから 12年経過した土地にはランドホールダーの権利が自動

的に発生することになり、地租さえ支払えば、ランドホールダーの権利を獲得する条件は実質的に

は意味がなかった。そしてその地租を実際に誰が支払うかということについては、当局は関知しな

い方針であった。ここからは 1870年代の半ば以降も、イギリス植民地政庁は自作農を育成する、

または権利関係をコントロールするという姿勢が極めて希薄であったことが窺える。

そもそも下ビルマ土地租税法において「土地が占有された状態にある」とは、次のように定義さ

れた。

3条（1）　  土地が、ある人またはその従者、代理人、小作人、質受け人、その他その人の関係者に占有

されている時

3条（2）　  ある人またはその従者、代理人、小作人、質受け人、その他その人の関係者が地租を支払っ

ている時

イギリス植民地政庁は、1870年代には土地の開墾の促進から制御する方向へと方針を転換した

とされているが、下ビルマ土地租税法の規定からは、地主や金貸しによる土地所有も想定されてお

り、自作農を創設し維持する意志はみられない。兎にも角にも地租を徴収することのみに重点が置

かれていた。

ところでその肝心の地租査定についてであるが、下ビルマ土地租税法の出発点は査定方法の改革、

具体的には詳細な測量を実施することであったにも関わらず、同法および同法の下で作成された規

則には、査定や測量に関する規定はなく、査定方法もリースが想定されていた59）。地片を測量し 1

エーカーあたりの課税額を算定する後に行われたタイプの査定方法は、土地租税法公布後の試行錯

誤を経て、1879年にようやく決定した。地片測量はホールディングよりも大幅にコストがかかる

と考えられインド政庁は渋ったが、ホールディングの一部を売却または譲渡した場合や逆に隣接す

る荒蕪地を新たに開墾した場合、ホールディング測量はホールディングを測量しなおさなければな

らず、地片測量がビルマでは唯一有効な測量であることを、時のビルマ長官アッチンソン（Charles 

Umpherston Aitchison）が主張し、実現した。

地片測量はフィッツロイが提案していたことであり、結局、地租査定の改革そのものは、1850

年代にイギリスが理解して引き継いだ王朝時代の制度の測量の精度を高めただけであった。次節で

は、1880年代から本格化した地租査定がどのように行われたか、具体的なデルタの一地域に焦点

をあて、みていこう。
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4．地租査定事業の実施―マウービン県の村落区の事例から

4.1　地租査定事業の作業過程

第一回目の地租査定事業は原則的には、①測量、②ホールディング台帳（register of holding）の

作成、③ 1エーカー当たりの課税額の算定という三つの作業過程からなった60）。

第一の測量も三つの作業に分けられた。まず査定区域全体を 1平方マイル程度の、クウィンと呼

ばれる単位に区切り、多角測量（traverse survey）を行ない、基準点の相対的な平面位置を定めた。

次に「地籍測量」（cadastral survey）が行われ、権利関係にかかわらず地片が測量され、地形や建

造物等と共に地図に書き込まれた61）。測量の最後は、「税務調査」（revenue survey）と呼ばれる作

業であった。この作業では、土地所有者の土地保有態様の調査とホールディングの境界設定が行な

われることになっていた。関係者が集められ、土地所有者は、自分のホールディングの境界を歩い

て示すことが求められた。下ビルマにおける土地保有態様は、「ランドホールダー」か「一時的占

有」（temporary occupation）の 2種類であった。こうした過程を経て作成されたのが、縮尺 16イ

ンチ＝1マイルの「クウィン・マップ」と呼ばれる査定地図であった62）。

図 2　クウィン、地片（field）、ホールディング（holding）

出所：Kwin map、マウービン県マウービン郡、kwin no.760.
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第二の作業のホールディング台帳の作成であった。「地租査定官への指示」によれば、査定官は

ホールディングの利害関係者を集め、所有者、小作人などを確かめて記録することが求められた。

特に所有者については、開墾、相続、購入など土地に対する権原の起源（origin of title）も記録す

る必要があった63）。ホールディング台帳の作成については、4.3節で詳しく検討する。

4.2　地租の算定

地租査定作業の第三の柱は、1エーカー当たりの課税額の算定であった。理論的な課税額は、粗

生産額から耕作にかかった経費と耕作者の生活費を差し引いた純利益（net profits）の 1/2であっ

たので、地租査定事業ではこれを導くためのデータが収集された。これが実際にどのように行われ

たかは、地租査定報告書を見ていこう。ここでは 1890年から 91年に地租査定が行われたトングワ

県を取り上げる。

地租査定官はまず、坪刈り（crop measurement）の結果や市場までの距離等を考慮して、査定

区域のクウィンをⅠ～Ⅶの土壌区域（soil tract）に区分し、さらに各区域の土地等級（class）を 2

つに分類し、1エーカーあたりの平均算出量の推計値を設定した。例えば第Ⅰ区域の 1級地は 50

バスケット、2級地は 40バスケット、第Ⅱ区域の 1級地は 40バスケット、2級地は 30バスケット

という具合であった（表 5）。次に粗生産額を求めるため、土壌区域ごとにヤンゴンまでのコメの

輸送費を調査し、これをヤンゴンでの精米業者の取り扱い価格から差し引き、地租の算定根拠とす

表 5　トングワ県の地租査定における 1エーカーあたりの課税額の算定

土壌
区域

土地
等級

1 エー
カーあ
たりの
産出量

運搬費 米価 粗生産
額

生活費
を含む
諸経費

純収益

理論的
課税額
（純収

益の
1/2）

提案さ
れた課
税額

小作料
承認さ
れた課
税額

100 バ
スケッ
トあた
り ル
ピー

100 バ
スケッ
トあた
り ル
ピー

100 バ
スケッ
トあた
り ル
ピー

1 エ ー
カー辺
りのル
ピー

1 エ ー
カー辺
りのル
ピー

1 エ ー
カー辺
りのル
ピー

1 エ ー
カー辺
りのル
ピー

1 エ ー
カー辺
りのル
ピー

100 バ
スケッ
トあた
り ル
ピー

1 エ ー
カー辺
りのル
ピー

Ⅰ
Ⅰ 50

6 74
37 18 19 9.5 3

6.79
3

Ⅱ 40 29.6 18 11.6 5.8 2.38 2.6

Ⅱ
Ⅰ 40

10 70
28 11 17 8.5 2.75

5.75
2.8

Ⅱ 30 21 11 10 5 2.13 2

Ⅲ
Ⅰ 40

14 66
26.4 11.4 15 7.5 2.63

5.99
2.4

Ⅱ 25 16.5 8.1 8.4 4.2 2 1.12

出所：  Report on the Settlement Operations of the Thongwa District. Season 1890-91, Rangoon: Superintendent Govern-

ment Printing, 1892, Resolution pp.3-5より作成。



経済学紀要　第 48巻　第 1/2 号

68

るための各土壌区域の 100バスケットあたりの米価を仮定した。ヤンゴンでの精米業者の取り扱い

価格は、100バスケットあたり 80ルピーと仮定され、第Ⅰ区域の産出額は 100バスケットあたり

74ルピー、第Ⅱ区域は 70ルピーと仮定された。これらから各土壌区域の粗生産額は、表 5のよう

に算出された64）。

この粗生産額から、種籾や農業労働者の雇用費用や役畜や道具の減価償却費等や耕作者の生活費

を差し引いた額が、純収益であった。地租査定では耕作者の生活費を推定するために耕作者の支出、

負債額、小作料、土地の売却価格、抵当価格など多岐にわたる項目の調査が行われた。この時のト

ングワ県の査定調査では、対象面積の 3分の 1にあたる 14万 5千エーカー、6731人が調査された。

その結果、1エーカーあたりの諸経費は、8ルピーから 18ルピーとされ、純収益は表 5のように算

出された65）。

しかしながら地租査定官が提案した課税額は、純収益の 2分の 1という原則を大幅に下回り、純

収益の 4分の 1から 6分の 1程度であり、粗収益のわずか 6分の 1であった。その理由は、査定前

の課税額（粗収益の 5分の 1）や小作料を考慮してのことであり、小作料と課税額を合計すると純

収益の約 2分の 1となった。それでもこの地域の税収は、米価の値上がりにより、査定前よりは

35％の増加が見込まれた66）。このように当該地域現行の課税額や経済状況を考慮して、理論的に定

められている純収益の 2分の 1を遥かに下回る課額しか要求しないことは、下ビルマ全体でみられ

た67）。

インド政庁はこのように低い課税額に当然不満であり、1897年 8月 19日付けでビルマ長官に課

税額を上げるよう要請した。その根拠は、ビルマはザミンダーリー制の州のように課税額を小作料

の半分に制限する必要はなく、むしろ土地は政府に属しているので、「満額の地代」（full rent）を

請求できるというものであった。さらにビルマの土地保有態様は、政府から直接、土地の貸与を受

ける実際の耕作者のために作られたものであるので、もし政府と耕作者の間に介在者（地主）が忍

び込むなら、介在者は政府に満額の地代を支払うべきであると主張した。これに対するビルマ長官

の回答は、ビルマで政府が「最高の地主」（lord paramount）と称されるのは理論的なフィクショ

ンであり、ランドホールダーはあらゆる重要な点で所有者（proprietor）であり、王の小作人では

ないというものであった68）。

4.3　現存する土地課税台帳から見た地租査定事業

このように第一回目の地租査定事業は膨大な作業量を要するものであったが、1県の査定期間は

2～3年であり、地租査定事業は、開始から 10年足らずで下ビルマのデルタ地帯で完遂された。な

ぜこのような短期間で、地租査定事業を完了することができたのだろうか。考えられる可能性は、

査定事業が原則どおりに行なわれなかったことである。査定作業の内、多角測量、地籍測量と 1

エーカーあたりの課税額の査定は行なわれた。しかし、本来なら地租査定事業で行われるはずで

あったホールディング台帳の作成、すなわち被課税者の確定やホールディングの境界設定といった
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作業は、査定事業では行なわれなかった可能性が高い。その根拠は、下ビルマの地租査定報告書や

歳入報告書には、ホールディング台帳の作成に関する記述が見られないことである69）。

そこで、イラワジ・デルタのマウービン県（1903年まではトングワ県の一部）の一村落区（ン

ガヂーガユェッ村落区）に関する土地課税台帳の残存する年度、記載項目、内容の分析から、地租

査定事業の実態を検証していこう。同県を取り上げるのは、植民地時代に作成された土地課税台帳

の類が、県の農業省土地記録局の倉庫に現在も保管されているためである。取り上げる村落区は、

1884年に政府によって建設された堤防により開墾が可能となった地域に位置する70）。なお地図で

確認すると、各ホールディングはほぼ 20エーカーの正方形に区切られており、土地政策として

パッタ制度（15～50エーカーの荒蕪地の譲与）が実施された地域と考えられる71）（図 2）。ここで検

討するのは一村落であるが、筆者が見た限りでは、近隣の村落区に関する土地課税台帳の残存年、

記載形式は同じであった。

マウービン県のこの地域で最初に地租査定が行なわれたのは、1890年から 91年であったが、当

該村落に関して残存する土地課税台帳で、最も古いものは、最初の査定が行なわれてから 3年後の

1894/95年度分である72）。この他に残っている土地課税台帳は、1930年代以前では、1903/04年度、

1912/13年度、1916/17年度の計 4冊である73）。しかし現存する 4ヵ年以外の年にも、土地課税台

帳は毎年作成されていたと考えられる。なぜなら当時、ホールディング番号は毎年振りなおされて

いたが、残存する土地課税台帳の各年度において、「前年度」のホールディング番号として記載さ

れている番号は、残存する以前の台帳のホールディング番号と全く異なっているからである。残存

する土地課税台帳は、この地域でクウィンが分割され、再測量された年である 1916年を除き、

1894/95年の台帳を起点として 9年間隔で残存している74）。つまり、これらの土地課税台帳は偶然

残ったものではなく、特定の年度分が意図的に保存されたと考えられる。これらの台帳は、全て赤

い布張りの製本が施されている。

意図的に特定の年度分の台帳を保存していたなら、地租査定事業で作成されたはずの「ホール

ディング台帳」が残されていないのは不自然である。何らかの理由で「ホールディング台帳」が消

失した可能性も否定しきれないが、農業省の倉庫には 1880年代に作成された他の文書の一部が

残っている75）。やはり、当該村落区の「ホールディング台帳」は、地租査定事業によって作成され

なかったと考えられる。

それでは土地課税台帳は、誰が、どのような目的で作成したのだろうか。1894/95年度台帳の

ページ上部には、「台帳 1、ホールディング年次課税台帳」、英語では Register No.1 Annual Register 

of Holding and Revenue-rollと印刷されている。「年次」の「ホールディング台帳」（register of 

holding）を兼ねた、「課税台帳」（revenue roll）である。台帳の大きさは、縦 23cm、横約 30cmで

あり、イギリス植民地時代に作成された他の一般的な書類のサイズとは異なる。1903/04年度分以

降、台帳の名称は若干変更されるが、記載項目は 1894/95年度分と同じである。

以下、具体的に記載項目と内容から、台帳を作成した目的と作成者を分析していこう。まず目を
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引くのは、印刷されている記載項目から記載されている内容、土地面積を記した数字まで、全て

ミャンマー語、ミャンマー数字のみで書かれていることである。英語は併記されていない。このこ

とから台帳の作成はミャンマー人が行い、イギリス人官僚は関与していないことを示している。土

地面積すらイギリス人がチェックすることは困難であったと考えられる。

記載項目は合計 34項目あり、見開き 2ページにわたり印刷されている。この 2ページに、5の

ホールディングに関する情報が書き込まれた。34の項目は、大きくは 4つに分かれている。すな

わち、①前年度の作付面積と課税額について、②当該年度の作付面積の変化、③当該年度の作付面

積と課税額について、④小作、土地抵当、土地の売却等についてである（図 3参照）。

①には、土地所有者名（myei letshi-thu ame）76）、その居住地、地目・土地等級ごとの作付面積、

地租請求額の合計等が記載されている。②は当該年度に作付面積が増加、もしくは減少した場合に

はその内容、③は①と同じ項目に加え、休閑、干ばつ、洪水、病虫害など理由により収穫がなされ

なかった面積とこれによる減免額および当該年度に徴収すべき地租の金額が記載される。そして最

後の④には、小作人名や抵当権の設定、土地売却などの情報が記載されている。

記載項目と内容からは、この台帳の主たる目的は、毎年の地租額の算定であったことが読み取ら

れる。台帳が「年次」である理由は、収穫がなされた面積のみを課税対象とする変動算定制が採用

されていたので、作付面積を毎年測量し、課税額を算出しなければならなかったからである。この

作業は補足測量（supplementary survey）と呼ばれた。補足測量では、その年の課税額の算定を行

い、地租査定事業で作成された（作成されることになっていた）「ホールディング台帳」を更新し、

「ホールディング年次台帳」（annual register of holdings）、「小作人年次台帳」（annual register of 

tenants）、「土地譲渡年次台帳」（annual register of transfers）、「年次課税台帳」（annual reve-

nue-roll）など計 7種類の台帳を作成することが定められていた77）。1894/95年度分の土地課税台

帳の名称が「ホールディング年次課税台帳」（Annual Register of Holding and Revenue-roll）である

ことからも、これは補足測量で作成されたものであると言える。

図 3　1894-95 年度の土地課税台帳
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ここで重要なことは、「ホールディング年次台帳」と「年次課税台帳」が兼用されていることで

ある。補足測量はダヂーが行っていたので、この台帳が補足測量で作成されたのであれば、作成者

はサークルのダヂーである78）。

以上を要約すると、地租査定事業では、「ホールディング台帳」は作成されなかった可能性が高

く、現在残っている土地課税台帳は、ダヂーが作成した毎年の地租の算定簿であり、これが「ホー

ルディング台帳」の代わりを果たしていたと言える。つまり、地租査定事業は、ダヂーの算定簿を

利用することにより、土地所有者の確定という厄介な作業を行なわずに、迅速に完了することが可

能となった。この点から見る査定事業の意義は、土地測量を行うことによって、ダヂーが作成する

地租の算定簿を正確にしたことであった。

ここで検討した事例は、マウービン県の一村落区に関するものであり、他県での状況は不明であ

る。しかしこの地域は、政府が建設した堤防によって開墾が可能となった地域である。そのような

場所でさえ、地租査定の実態は上述したように状況であったのである。

むすびにかえて

本稿で暫定的に明らかにされた仮説をまとめると以下である。

第一に、イギリス植民地政庁は、地租制度も土地制度も王朝時代の制度に、測量技術や英語の法

文といったツールを当てはめることによって「改革」した。確かに、人を通じた点の支配から土地

を基礎とした面の支配への転換や在地の長であったダヂーの行政の末端役人化は起こったが、地租

は税収の 3割にとどまり、地租査定事業によって詳細な税務調査が実施されたにもかかわらず、理

論的な課税額からはほど遠い、王朝時代の慣習的な税率しか徴税できなかった。また地租行政の基

礎となる末端の測量や台帳類の作成はもっぱら役人化したダヂーに任せざるを得ず、在地社会には

一定の自律性が残された。

第二に、ビルマにおけるライヤットワーリー制は、政府を最高の地主として、耕作者は政府の小

作人であるというタイプのライヤットワーリー制ではなく、国家的所有はあくまで理論的なフィク

ションであり、下ビルマ土地租税法で規定されたランドホールダーズの権利は、実質的には完全な

私的所有権であった。1870年代半ばに制定された同法では、耕作者以外の者による土地所有や所

有権の譲渡が想定されており、イギリス植民地政庁は地主による土地所有を規制するよりは、市場

の原理を通じた開発が念頭に置かれていたと思わせる。これらの仮設を証明することは今後の課題

としたい。

【注】
1） 例えばMark, SiuSue, Forging the Nation: Land Struggles in Myanmar’s Transition Period. Honolulu: Univ. 
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of Hawaii Press, 2023, pp.28-30; Boutry, M, Allaverdian, C. et al., Land Tenure in Rural Lowland Myan-
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pp.51-58.
2） Pham, Julie. 2005. 'J. S. Furnivall and Fabianism: Reinterpreting the 'Plural Society' in Burma', Modern 

Asian Studies, vol.39, no.2, Cambridge University Press, p.328. Furnivallによるビルマの王朝時代の土地
制度理解は、Furnivall, J. S., 'Land as a Free Gift of Nature', The Economic Journal, vol.19, no.76, 1909.

3） Chaudhry, Faisal. 2016. 'A Rule of Proprietary Right for British India', Modern Asian Studies, vol.50, no.1, 

pp.346-347.
4） 今日の見解については、例えば Boutry, M, Allaverdian, C. et al. Ibid., pp.51-58.
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1941. Madison: University of Wisconsin Press, 1974, pp.31-34; Adas, Michael, 'The Ryotwari in Lower 
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Tenure and Peasant in South Asia, Orient Longman, 1977.
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11） Report on the Administration of Pegu, for 1855-56, Calcutta: Government Publication, 1857, p.22.
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14） Report on the Administration of Pegu, for 1855-56, pp.22-23.
15） Report on the Administration of Pegu, for 1855-56, p.21, 25.
16） Report on the Administration of Pegu, for 1855-56, pp.25-26.
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42） Report on the Revenue Settlement Operations for 1869-70, Rangoon, 1870, p.8.
43） The Burma Settlement Manual, pp.39-41.
44） The Burma Settlement Manual, p.44.
45） 今田秀作『パクス・ブリタニカと植民地インド』京都大学学術出版会、2000年、180-183頁。地租査
定における 'field'という単位は、本文の下記で述べるようにインドとビルマで異なっていたので、イ
ンドの'field'はフィールドと訳出した。
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48） 今田、前掲書、214頁。
49） The Burma Settlement Manual, pp44-68.
50） The Burma Settlement Manual, p.57, pp.68-73. 本稿では行政区画の問題は扱わないため取り上げなかっ
たが、その他に県知事たちがフィッツロイの草案に反対した重要な点は、課税と徴税の行政上の単位
に関してであった。なおイーデンは英領ビルマで初の文民長官で、この時期の行政官はまだイギリス
の軍人が務めていた。

51） The Burma Settlement Manual, pp.76-78, p.85.
52） The Burma Settlement Manual, p.86, 92.
53） The Burma Settlement Manual, p.85, pp.92-93, 100-126. イーデンの地税に関する用語のこのような定義
はおそらく、アワド地代法（現在のウッタル・プラデーシュ州東部） （Oudh Rent Act, XIX of 1868）の
定義である（p.106）。

54） The Burma Settlement Manual, pp.93-97.
55） The Burma Settlement Manual, pp.148-153.
56） The Burma Settlement Manual, pp.127-128, 436-437.
57） The Burma Settlement Manual, p.437.
58） The Burma Settlement Manual, p.436.
59） The Lower Burma Land and Revenue Act, section 26-30, Rules under the Lower Burma Land and Reve-

nue Act
60） Furnivall, An introduction.., p.205.
61） 英領ビルマの地籍測量は、土地の所有者や権利関係の確定は行わず、日本の国土調査法が定める地籍
調査とは異なっていた。

62） Ibid., pp.209-210.
63） Ibid, pp.210-214.
64） Report on the Settlement Operations of the Thongwa District. Season 1890-91, p.3.
65） Report on the Settlement Operations of the Thongwa District. Season 1890-91, p.4.
66） Report on the Settlement Operations of the Thongwa District. Season 1890-91, pp.4-5.
67） The Burma Settlement Manual, pp.39-43, 428-429.
68） The Burma Settlement Manual, pp.429-436.
69） 例外として、最も早く査定が行なわれたハンターワーディー県に関する地租査定報告書には、土地保
有態様ごとの耕地面積表が載せられている。しかし、表が載せられているだけで、土地保有態様の調
査方法については何も書かれていない（Report on the settlement operations in the Syriam township, Han-

thawaddy District, 1879-80, Rangoon, 1880, p.19.）。
70） Report on the Settlement Operations in the Thongwa District, Season 1890-91, pp.11-12.
71） Kwin Map No.555 （Paungyo Kwin）, No.556 （Ngagyi Gayet Kwin）, Thongwa District, Ma-ubin Township, 

Yelegale circle,
72） Akhundaw thit nanbat sayin（課税台帳 1）, Thoungwa siyinsu（トングワ県）, Maubin myo（マウービン
町区）, Yelegale tait（ユェーレーガレー・サークル）, Paungyo Kwin, kwin no.555, Ngagyi Gayet Kwin, 

kwin no.556,1894-95 khuhnit atwet（1894-95年のために）。以下、土地課税台帳の分析は、この史料に
基づく。
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73） Nanbat thit akhundaw sayin（課税台帳 1）, Thoungwa distrit（トングワ県）, Maubin myo（マウービン町
区）, Yelegale tait（ユェーレーガレー・サークル）, Paungyo Kwin, kwin no.555, kwin no.556 （Ngagyi 

Gayet Kwin）, 1903-04 khuhnit atwet（1903-04年のために）;　Hmatpoun saout 1,（Myanma naingandaw 

aupain） Upain hmatpoun sayin, Maubin siinzu, Maubin myo, kwin no.555, no.556, 1912-13; Hmatpoun say-

in saout 1, Myanma naingandaw aupain Upain hmatpoun sayin, Maubin siyinzu, Maubin myo, kwin no.754 

（Ngagyigayet Kwin）, kwin no.759 （Kalasu Kwin）, kwin no.760 （Paungyo East Kwin）, 1916-17. 1930年代
には土地課税台帳の記載様式が改変され、毎年新しい台帳を作成するのではなく、一冊の台帳に変更
内容を書き込み、長期にわたり使用されるようになった。

74） クウィンが分割された年は、当該年度の台帳の記載から判断した。
75） 2001年に筆者が行なった調査による。
76） myei letshi-thu ameを「土地所有者」とする理由は、以下である。第一に、myei は「土地」、letshi-thu

は「手にしている人」（英語では person in possessin）、ameは「名前」である。よって「占有者」と
訳すことも考えられる。しかしこの土地課税台帳では、「手にしている人」の隣の欄に小作人名が記載
されていることから、観念的に支配している状態と判断したからである。第二に、myei letshi-thu ame

として記載されている人物は、土地の売却も行っているので「土地所有者」と訳す方が適切である。
77） Report of the Committee Appointed to Examine the Land Revenue System of Burma, vol. Ⅰ , Rangoon: Super-

intendent Government Printing, p.53. （以下、RLRSと略）
78） 1880年代の Revenue Reportの supplementary surveyの項目を参照。補足測量を行なう必要のため、

地租査定事業実施以降、ダヂーは測量試験に合格することが、より厳しく要求されるようになってい
た。1888年には、下ビルマのタヂー 314名の内、230名が土地測量試験の合格者となった（Revenue 

Report 1883-84, p.18; Revenue Report 1888-89, pp.10-11.）。なおサークルが大きく、ダヂーが一人で作
業を行なえない場合は、助手を雇うことが定められた。助手は、当初「アシスタントダヂー」（lettauk 

thu-gyi）と呼ばれたが、1884年からは「サークル書記」（taik saye）と改められた（Revenue Report 

1884-85, p.18.） 補足測量を専門の測量士が行なうようになったのは、1890年代以降に「村落区」（vil-

lage tract）が導入され、行政単位としてのサークルが廃止され始めてからである。サークルの廃止は、
各サークルのダヂーの死亡や引退を契機に徐々に行なわれ、最終的に全てのサークルが村落区に解体
されたのは、1910年代であった（RLRS , pp.200-201; Furnivall, Colonial Policy, p.75.）。
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〈論文〉
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亜細亜大学経済社会研究所の研究報告会

日時　　：2月 19日（水）15時～17時 30分

開催方式：オンライン形式（Zoom）

第 1発表

発表者：加藤一彦 先生

【タイトル】

プロスポーツリーグにおけるクラブ間の戦力投資のタイミング選択について

【概要】

対称的な 2つのクラブから構成されるプロスポーツリーグにおける各クラブの戦力投資のタイミ

ング選択に関して、各クラブの目的ごとに 3つの場合を考え、それぞれ均衡を導出した。両者の目

的が利潤最大化の場合では逐次手番型の 2つ、勝率最大化の場合では全てのタイミングの組の 4つ

が均衡となる。また、一方が利潤最大化、もう一方が勝率最大化の場合、後者が先導者となる逐次

手番型と同時手番型の 2つが均衡となる。

第 2発表

発表者：高橋淳一 先生

【タイトル】

リザバーコンピューティングを用いた景気動向指数の予測

【概要】

リザバーコンピューティング（RC）は、非線形ダイナミクスを活用した機械学習手法の一種で

あり、学習の大部分をリザバーと呼ばれる固定の動的システムに委ねることで、計算コストを低減

できる。その中でも、リザバーとしてニューラルネットワークを用いる手法の一つがエコーステー

トネットワーク（ESN）である。本発表では、RCの基本概念を概説し、Pythonによる ESNの実

装方法を紹介する。さらに、経済への応用例として、景気動向遅行指数を用いた一致指数の予測を

行った結果を報告する。

第 3発表

発表者：谷合弘行 先生

【タイトル】

分位数回帰の統計的有効推測

【概要】
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まず分位数とはパーセント点のことで、平均のような分布の中心ではなく、裾を外生変数から説

明するのが分位数回帰モデルである。この中心と裾とで説明変数の貢献が異なるという視点は、誤

差分布への制約を緩めたセミパラメトリックな議論（ひいては無限次元のパラメータを持つモデ

ル）を要求する。ここではそれを統計的に最も効率良く推測する手法を提示し、その意義と応用に

ついても解説する。

第 4発表

発表者：申寅容 先生

【タイトル】

所得格差が経済成長に与える影響：最適成長モデルによる検証

【概要】

本研究は、最適成長モデルを用いて所得不平等が経済成長に与える直接的な影響を分析し、「平

等のアドバンテージ」が存在することを示した。所得分配が平等であるほど成長が促進される一方、

税による不平等の是正は短期的には不平等を軽減するが、長期的には資本蓄積を抑制し、定常状態

の経済水準を低下させ、経済成長を鈍化させる可能性がある。政策関数の曲率分析により、賃金格

差と利子率が高いほど、資本と労働の代替性が低いほど「平等のアドバンテージ」が大きくなる。

現代の経済環境では、AIや自動化の進展によって資本と労働の代替性が高まっており、所得再分

配が経済成長に与える影響は小さくなる可能性がある。
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臼井邦彦先生の履歴と業績
昭和 30年 2月 22日

学歴

昭和 56年 4月 青山学院大学経営学部第二経営学科入学

昭和 61年 3月 青山学院大学経営学部第二経営学科卒業 ［経営学士］

昭和 61年 4月 青山学院大学大学院経済学研究科経済学専攻博士前期過程入学

平成元年 3月   青山学院大学大学院経済学研究科経済学専攻博士前期過程修了 

［経済学修士」

平成元年 4月 青山学院大学大学院経済学研究科経済学専攻博士後期過程入学

平成 4年 3月   青山学院大学大学院経済学研究科経済学専攻博士後期過程単位取

得退学

職歴

昭和 49年 4月～昭和 54年 3月 東京都杉並区役所

平成 4年 4月～平成 6年 3月 青山学院大学総合研究所 特別研究員

平成 9年 4月～平成 19年 3月 亜細亜大学経済学部経済学科 助教授

平成 19年 4月～平成 30年 3月 亜細亜大学経済学部経済学科 准教授

平成 30年 4月～ 亜細亜大学経済学部経済学科 教授

令和 3年 4月～令和 4年 3月 亜細亜大学経済学研究科 委員長

非常勤講師

平成 5年 4月～平成 10年 3月 日本大学芸術学部　「経済学」担当

平成 5年 4月～平成 6年 3月 東洋大学経済学部　「財政学」担当

平成 6年 4月～平成 9年 3月 八千代国際大学（現　秀明大学）政治経済学部　「公共経済学」

平成 8年 5月～平成 10年 3月 青山学院大学経済学部　「税理士コース、原書講読」担当

平成 10年 4月～平成 17年 3月   平成国際大学法学部　「財政学、地方財政論、経済学Ⅰ・Ⅱ、簿

記論」

学会及び社会における活動等

昭和 53年 11月 簿記検定試験 1級合格（日商）

平成元年 10月 日本財政学会　会員

平成 3年 12月 税理士試験合格 （10698号）

平成 4年 5月 日本地方財政学会　会員
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平成 10年 3月 日本経済政策学会　会員

平成 12年 4月～平成 18年 3月 経済学教育学会　会員

平成 14年 4月 日本経済政策学会　関東部会幹事

平成 16年 12月～平成 20年 11月 ユフ精器株式会社　非常勤監査役

平成 14年 4月 公益事業学会　会員

平成 14年 4月 国際公会計学会　会員

平成 21年 9月 税理士登録 （313456号）

名称 単著・

共著の

別

発行又は発表の

年月

発行所、発表雑

誌等又は発表学

会等の名称

執筆担当

［著書］

「各国における財政制度財政政策

の実態調査と国際比較」

共著 平成 6年 3月 『青山学院大学

総合研究所経済

研究センター研

究叢書』（青山

学院大学）3号

「アメリカの移転価格税

制」（53-67頁）

（翻訳）ガルブレイス＝ダリティ

著『現代マクロ経済学』

共著 平成 10年 3月 TBS ブリタニ

カ

第 9章「新しい古典派経

済学」（241-266頁）、第

11章「マクロ経済学と

開放経済」（313-344頁）、

第 12章「ポストケイジア

ンの理論」（345-392頁）

『会計学ベーシック』 共著 平成 26年 3月 中央経済社 「第 19章 資産除去債務に

関する会計」（233-240頁）

（翻訳）『アーヴィング・フィッ

シャー租税論集』

単著 平成 30年 4月 五絃舎
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名称 単著・

共著の

別

発行又は発表の

年月

発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称

［学術論文］

「個人支出税に関する一考察」 単著 平成元年 3月 修士論文（全 312頁）（青山学院大学大学院

経済学研究科）

「フィッシャーの個人支出税―特

に論拠と課税ベースについて」

単著 平成 2年 10月 『青山社会科学紀要』19巻 1号、27-42頁

（青山学院大学）

「現代における支出税の特徴につ

いて―即時控除と収益免除の等価

性を中心として―」

単著 平成 3年 3月 『青山社会科学紀要』19巻 2号、49-67頁

（青山学院大学）

「Fisherの貯蓄の二重課税論」 単著 平成 3年 9月 『青山社会科学紀要』20巻 1号、1-18頁（青

山学院大学）

「多国籍企業に与える関税と法人

税の効果」

単著 平成 4年 12月 CES Discussion Paper No.4、1-24頁（青山

学院大学総合研究所）

「移転価格規制の経済的効果―再

販売価格方式とコスト加算方式を

中心として―」（査読付）

単著 平成 5年 7月 『国際研究論集』6巻 2号、101-121頁（八

千代国際大学国際研究学会）

「多国籍企業と移転価格規制」（査

読付）

単著 平成 6年 10月 『国際研究論集』7巻 3号、84-109頁（八千

代国際大学国際研究学会）

「多国籍企業の移転価格概念と経

済的効率性」（査読付）

単著 平成 7年 1月 『国際研究論集』7巻 4号、31-45頁（八千

代国際大学国際研究学会）

「移転価格規制と非効率性」（査読

付）

単著 平成 7年 7月 『国際研究論集』8巻 2号、133-143頁（八

千代国際大学国際研究学会）

「自然独占の概念と規制について

―単一財企業の場合―」

単著 平成 8年 7月 『国際研究論集』9巻 2号、134-145頁（八

千代国際大学国際研究学会）

「キャッシュフロー法人税の課税

ベース」

単著 平成 12年 3月 『亜細亜大学経濟學紀要』24巻 2/3号、

41-58頁（亜細亜大学経済学会）

「ED勘定と法人税制」 単著 平成 14年 3月 『亜細亜大学経濟學紀要』26巻 2/3号、

45-58頁（亜細亜大学経済学会）

「多国籍企業と国際課税」 単著 平成 15年 3月 『亜細亜大学経濟學紀要』27巻 2/3号、

21-45頁（亜細亜大学経済学会）
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「高等学校における経済学教育の

あり方について―大学における経

済学部と経営学部（商学部）との

関係―」

単著 平成 15年 4月 『経済学教育』22号、88-92頁（経済学教育

学会）

「住民税の執行上の問題点と改革

案」

単著 平成 16年 3月 『亜細亜大学経濟學紀要』28巻 2/3号、

71-87頁（亜細亜大学経済学会）

「我が国公会計改革の動向につい

て」

単著 平成 17年 9月 『亜細亜大学経濟學紀要』30巻 1号、26-46

頁（亜細亜大学経済学会）

「我が国公会計改革の方向につい

て」

単著 平成 18年 3月 『亜細亜大学経濟學紀要』30巻 2/3号、

31-46頁（亜細亜大学経済学会）

「公会計における効率性とキャッ

シュアウトフロー最小化」

単著 平成 19年 3月 『亜細亜大学経濟學紀要』31巻 1/2号、

61-79頁（亜細亜大学経済学会）

「政府部門への企業会計方式の導

入と効率性」（査読付）

単著 平成 20年 3月 『公益事業研究』59巻 4号、41-48頁（公益

事業学会）

「混合型支出税における Fisherと

Andrewsの類似性」

単著 平成 27年 3月 『亜細亜大学経濟學紀要』39巻 1/2号、

1-15頁（亜細亜大学経済学会）

［翻訳］

「アーヴィング・フィッシャー理

論上の所得と実際の所得課税（1）」

単著 平成 10年 3月 『亜細亜大学経濟學紀要』22巻 2/3号、

139-152頁（亜細亜大学経済学会）

「アーヴィング・フィッシャー理

論上の所得と実際の所得課税（2）」

単著 平成 11年 1月 『亜細亜大学経濟學紀要』23巻 2号、79-98

頁（亜細亜大学経済学会）

「アーヴィング・フィッシャー所

得税の実際的なスケジュールー所

得税を課税するうえでどのように

して所得が最良に定義されるのだ

ろうか」

単著 平成 13年 3月 『亜細亜大学経濟學紀要』25巻 2/3号、

17-44頁（亜細亜大学経済学会）

「アーヴィング・フィッシャー理

論上の所得と実際の所得課税（3）」

単著 平成 13年 3月 『亜細亜大学経濟學紀要』25巻 2/3号、

45-74頁（亜細亜大学経済学会）

「アーヴィング・フィッシャー所

得課税のパラドックス」

単著 平成 14年 3月 『亜細亜大学経濟學紀要』26巻 2/3号、

59-71頁（亜細亜大学経済学会）
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「アーヴィング・フィッシャー、

ハーバート・W・フィッシャー著、

擬制的所得税（1）」

単著 平成 14年 12月 『亜細亜大学経濟學紀要』27巻 1号、59-71

頁（亜細亜大学経済学会）

「アーヴィング・フィッシャー、

貯蓄の二重課税」

単著 平成 15年 3月 『亜細亜大学経濟學紀要』27巻 2/3号、

47-66頁（亜細亜大学経済学会）

「アーヴィング・フィッシャー、

ハーバート・W・フィッシャー著、

擬制的所得税（2）」

単著 平成 16年 3月 『亜細亜大学経濟學紀要』28巻 2/3号（亜

細亜大学経済学会）

「アーヴィング・フィッシャー、

ハーバート・W・フィッシャー著、

擬制的所得税―改革のための提案

―（3）」

単著 平成 17年 3月 『亜細亜大学経濟學紀要』29巻 3号、61-

105頁（亜細亜大学経済学会）

「アーヴィング・フィッシャー著

累進的所得税の公正さの検証と限

界効用の測定のための統計的方法

（1）」

単著 平成 19年 3月 『亜細亜大学経濟學紀要』31巻 1/2号、89-

107頁（亜細亜大学経済学会）
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〔経済学部経済社会研究所規約〕

 施行　昭和 51年 1月 8日
 変更　昭和 57年 6月 2日

第 1条　この規約は、亜細亜大学経済学部に
設置する「経済社会研究所」（Institute of 

Economic and Social Research, Faculty of 

Economics, Asia University）に関する事
項を定めるものである。
第 2条　本研究所は、経済学を中心とする総
合的な理論研究を通じて、日本及び世界の
経済・政治・社会・文化一般の実態に関す
る総合的調査・研究を行ない、日本及び世
界の発展に資することを目的とする。
第 3条　本研究所は、前条の目的を達成する
ために次の活動を行なう。
⑴　総合的な理論研究
⑵　日本及び世界の経済・政治・社会・文
化一般の実態に関する調査・研究
⑶　調査・研究の受託及び委託
⑷　セミナー・講演会・研究会等の開催
⑸　図書及び情報・資料の収集整理
⑹　研究者の派遣及び受け入れ
⑺　調査・研究の成果並びに資料の刊行
⑻　以上の他、本研究の目的達成上必要と
認める諸活動

第 4条　本研究所研究員は経済学部専任教員
をもって構成する。
第 5条　本研究所に所長を置く。

2．所長は、本研究所を代表し、その業務
を統轄する。

3．所長は教授会が決定する。
4．所長の任期は 2年とする。但し重任を
妨げない。

第 6条　研究員は本研究所の目的に関連ある
プロジェクトの調査・研究に従事するもの

とする。
2．研究員の職務を助ける補助研究員を置
くことができる。

3．補助研究員の嘱任・解任は教授会の議
を経て、所長がこれを行なう。

第 7条　本研究所の活動を行なうため必要と
認めるときは、客員研究員若干名を置くこ
とができる。
2．客員研究員の嘱託・解任は、教授会の
議を経て、所長がこれを行なう。

第 8条　本研究所に運営委員を設ける。
2．運営委員会は、教授会により選出され
た運営委員をもってこれを構成し、第 3

条に掲げられた事項を審議決定する。
3．運営委員会は、所長がこれを招集し、
その議長となる。

第 9条　この規約の運用に関する内規は必要
に応じて別に定める。
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〔亜細亜大学経済学会会則〕

（名　称）
第 1条　本会は、亜細亜大学経済学会（The 

Economic Society of Asia University）と称
する。

（目　的）
第 2条　本会は亜細亜大学における経済学の
研究を促進することを目的とする。

（事務所）
第 3条　本会の事務所は亜細亜大学経済学部
内に置く。
第 4条　本会は第 2条の目的を達成するため
に次の事業を行なう。
1．研究会・講演会等の開催
2．会員の研究活動の助成
3．機関誌その他の刊行
4．その他本会の目的達成に必要な事業

（会　員）
第 5条　本会の会員は次のとおりとする。

1．正会員は、経済学部専任教員とし、総
会・研究会に出席し、研究成果を機関誌
に発表する。

2．学生会員は、経済学部学生および大学
院経済学研究科院生として、機関誌の配
布を受ける。

3．賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、正
会員 2名以上の推薦により、理事会の承
認を受けた者とし、機関誌の配布を受け
る。

（役　員）
第 6条　本会には次の役員を置く。

会　長　　　　　 1名
理事および監事　若干名
役員は正会員中より選出し、その任期
は 2年とする。但し、重任を妨げない。

（運営委員会）
第 7条　本会事業運営のため、若干名の運営
委員を置く。

（総　会）
第 8条　総会は毎年 1回正会員を招集して開
催される。会長は随時に総会を招集するこ
とができる。

（経　費）
第 9条　本会の経費は正会員・賛助会員の会
費・学生寄付金・寄付金・その他の収入に
より支弁する。

（会計および監査）
第10条　本会の会計年度は 4月 1日に始まり
翌年 3月31日に終わる。監事は毎年本会の
会計を監査する。

（会則改正）
第11条　本会会則の改正は正会員の過半数の
賛同によってなされる。

付　則
本会則は昭和46年 6月 6日より施行する。
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〔亜細亜大学『経済学紀要』投稿規定〕

1．投稿資格
⑴　亜細亜大学経済学会の会員
⑵　亜細亜大学経済学部の特別任用教員
⑶　共著論文の場合には、前項⑴⑵に定め
る者が著者の 1人であること。

2．紀要論文の掲載要件
投稿された論文は編集委員会において、
掲載の可否を決定する。

3．原稿枚数等
⑴　日本語原稿の文字数は以下とする。

論文：12,000～30,000字程度（図表等
も含む。以下同じ）
研究ノート・書評：20,000字以内。

⑵　英文原稿の分量は、日本語に準ずるも
のとする。
⑶　原稿には英語による題名を付記する。
⑷　論文・研究ノートは、400ワード以内
の英文要旨を付す。

4．著作権、学術リポジトリ
⑴　本紀要に掲載された論文等の著作権は、
経済学会に帰属する。
⑵　本紀要に掲載された論文等は、「亜細
亜大学学術リポジトリ」へ登録し、公開
するものとする。ただし執筆者からの辞
退の申し出があった学術論文等について
は、これを行わない。

5．規定の改正
本規定の改正は、経済学会の過半数の同
意を得て行うものとする。

6．実施

本規定は平成 26年 12月 1日より実施す
る。
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〔亜細亜大学経済学会会員〕（五十音順）

一山　稔之　　猪原　龍介　　茨木　秀行　　臼井　邦彦　　大森　克徳　　岡村　佳奈

奥井　智之　　加藤　一彦　　加藤　　涼　　神谷　久覚　　権丈　英子　　小寺　　剛

小林　　航　　申　　寅容　　杉渕　忠基　　須永　　隆　　高橋　淳一　　高橋　知也

立尾　真士　　谷合　弘行　　土屋　　亮　　長浜　尚史　　布田　功治　　水野明日香

経済学会会長　　須永　　隆

理事　　茨木　秀行　　臼井　邦彦　　権丈　英子　　高橋　知也

監事　　水野明日香

経済学紀要編集委員会

委員長　　茨木　秀行

委　員　　水野明日香　　神谷　久覚
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〔編集後記〕

臼井邦彦先生の退職記念号となる第 48 巻第 1/2 号をお届けします。臼井先生のご退職の日がと

うとう来てしまい、筆者を含め、多くの同僚・職員・学生が寂しい思いをしているのではないで

しょうか。臼井先生と一緒に学内を歩いていると、本当に多くの人から声がかかるので驚きますが、

それは、一重に、臼井先生のお人柄が多くの人から慕われている証にほかなりません。また、臼井

先生のマルチタレントぶりにも驚かされます。財政学・租税論等の分野で多くの論文を出され、ご

自身の税理士としての知見を活かして学生の指導にも熱心に取り組まれる一方、ボディビルダーと

しても、コンクールのシニアの部で入賞を果たすなど、超人的な活躍をされました。あらためて、

臼井先生には、これまでのご尽力に心より感謝申し上げるとともに、今後とも、健康と安全を第一

にしながらトレーニングに励んで頂きたいと思います。最後に一言、「上腕二頭筋ナイス！チョモ

ランマ！」
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